
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 高 市  

コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の歩み 

～ 学 校 統 廃 合 と コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル の 役 割 ～ 

令和８年３月 

日高市教育委員会 

 

高麗小中学校開校式 

小中ふるさと科発表会 児童生徒会から学校運営協議会への提言 

武蔵台小・中学校 校旗返納式 



日高市「コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」・学校統廃合の取組 

 

取組事例１ 義務教育学校開校までの取組の経緯と留意事項について  

 

日高市教育委員会 

 

１ 小中一貫教育・義務教育学校導入の経緯について 

   進む少子高齢化への対応と日高市の抱える教育課題の解決のため（学力向上、児童・生徒数 

の大幅な減少、小中ギャップの解消等）、平成 29年に教育長からコミュニティ・スクールと小 

中一貫教育の導入について検討するよう指示があり、日高市小中学校未来構想として、令和２ 

年度から「コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」を導入することを校長会を通 

して学校へ周知（平成 30 年度）。令和元年度に学校運営協議会モデル地区（1地区）を設定し、 

日高市６地区住民への説明６地区×２回＝１２回。令和２年度から日高市全 6地区に学校運営 

協議会を設置。併せて日高市に義務教育学校と小中一貫教育校を導入するための市民説明会を 

開催（令和３年度義務教育学校名称及び学校移転等に関する説明会を３地区×４回＝１２回、 

日高市民全体に対する小中一貫教育説明会１回、合計２３回の説明会を実施し、議会へは全員 

協議会で経緯を説明して周知を図った。 

日高市は、６行政区に 1小学校・1中学校・1 公民館があり、それぞれの特性を生かした文 

化を形成してきた。今後の児童生徒数の推移や教育的効果等を鑑み、施設の統合を３つの型（施 

設一体型、施設隣接型、施設分離型）に定め、２つの形態（義務教育学校・小中一貫教育校） 

で小中一貫教育を進めることとした。小・中のそれぞれを再編することは住民感情も考慮し、検討

の結果１小学校と１中学校を統合。小規模小・中学校３地区をそれぞれ義務教育学校に、中規模

小・中学校を併設型小中一貫教育校とし、分離型２地区、隣接型１地区に編成した。 

 

２ 義務教育学校・武蔵台小中学校設置までの経緯 

武蔵台小学校は昭和５５年開校、武蔵台中学校は平成元年開校で、新興住宅開発地域に建てら

れた。武蔵台小学校はピーク時には 1,021 名、武蔵台中学校は５８５名の児童生徒数を有して

いたが、令和に入りいずれの学校も１学年１～２学級、２００人を下回る児童生徒数となった。

市全体としても少子高齢化による大幅な児童生徒数の減少や学力の向上、小中ギャップなどが

問題となり、教育の在り方を根本から見直し、新しい形の教育活動を構築していくことが求めら

れていた。そこで、市では地域の人的・物的資源を活用して９年間を見通したカリキュラムを編

成し、小・中学校の円滑な接続を図り、豊かな人間関係の中で確かな学力の定着を目指すため、

全地域にコミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を導入することとした。 

小中一貫教育は、「小・中学校の教員が目指す１５歳像を共有し、９年間一貫した教育課程を

編成して行う系統的な教育」である。市としては教育的効果を鑑み、児童生徒数の減少等により

教育環境に課題が生じている３地区を施設一体型の義務教育学校、他の地区を施設隣接型・分離

型の小中一貫教育校に再編することとした。そして、令和５年度に武蔵台小学校と武蔵台中学校

を統合し、武蔵台小学校を整備して義務教育学校（武蔵台小中学校）を新たに開校した。その他

の地区については、令和 7年度までに新体制のもとに順次開校する準備を進めてきた。 
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３ 具体的な取組 

年 月 取  組 内       容 備考 

R 元年 

６～7月 

全 12 回 

コミュニティ・スクールを基 

盤とした小中一貫教育地域説

明会の開催（公民館・市教委・

地域住民・教職員） 

・コミュニティ・スクールについて 

・小中一貫教育の説明と教育活動のメリットとデ

メリットについて 

・施設の統合について 

 

資料 1 

 

R２年 

９月９日 

武蔵台地区学校運営協議会 

委員１２名、教委２名 

・小中一貫校（施設一体型）に向けた視察 

小学校の施設を中学生が使用する場合の改修点等 

 

R２年 

９月～ 

R４年３月 

教育委員会内部合同会議 

（教育総務・学校教育・生涯学

習課合同）１５回実施 

武蔵台小学校小中一貫校整備について、整備工事

設計等業務委託発注前に学校及び学校運営協議会

に要望や必要事項を図るための協議と依頼義務教

育学校・小中一貫教育校の導入等 

資 料 ２

（ R３年

度 第 １

回） 

R２年 

10 月 15 日 

武蔵台地区アンケート調査実

施 

施設一体型小中一貫校施設・設備について 

対象：自治会（２地域）、小・中保護者、学校運営

協議会委員 

資料３ 

R２年 

11 月 20 日 

武蔵台地区学校運営協議会 

委員１２名、教委２名 

小中一貫校整備に係る要望書を市へ提出 

合計５６件の要望あり 

資料４ 

R３年 

３月 11 日 

武蔵台地区学校運営協議会 

委員１２名、教委３名 

小中一貫校整備に係る要望書について、市の回答

を協議 

 

R３年 

6 月～7 月 

 

全１２回 

義務教育学校・小中一貫教育

校に係る名称等説明会の開催

（対象地区住民・保護者・教職

員） 

小中一貫教育導入に係る義務教育学校と小中 

一貫教育校の教育形態、教育内容、施設につい 

て、および新しい名称についての説明会 

資料５ 

R３年10月 

 

市議会全員協議会 義務教育学校・小中一貫教育校導入に係る学校 

統合並びに名称等の承認 

資料６ 

R３年 

11 月 19 日 

 

全市民対象説明会 

小中一貫教育導入に係る義務教育学校と小中 

一貫教育校の教育形態、教育内容、施設につい 

て、および新しい名称についての説明会 

広報１月号にて名称を正式発表 

資料７ 

 

R３年 

11 月 24 日 

武蔵台地区学校運営協議会 

委員１２名、教委２名 

義務教育学校開校準備総務部会 

・開校の準備や記念事業を進める実施体制として

「開校記念事業実施委員会」を設置し、準備及び記

念事業の企画等行うことを決定 

資料８ 

R４年 

５月 18 日 

武蔵台地区 

拡大学校運営協議会 

委員１２名、教委２名 

地域学校協働活動 

委員１０名 

義務教育学校開設準備について(決定事項) 

・新校章について→作成する 

・新校旗について→作成する方向で、教委と話し

合う。 

・校歌→小学校校歌を第 1校歌、中学校歌を第 

2 校歌とする。 

 

２ 



・開校記念品、記念誌の作成→作成する。予算在

り。 

・閉校式は実施しない。校旗返納式を行う。 

開校式は 4/8 入学式前に実施。 

R２年４月

～ 現在 

市小中一貫教育推進委員会年

５～６回開催（R7,3 月まで合計

２６回開催） 

・各校小中一貫教育推進コーディネーター 

（校長代表１名、教頭代表１名、各校教務主任）に

よる合同会議。小中一貫した教育課程の編成・各地

区の特色を生かした小中一貫教育の取組・新しい

教科ふるさと科について協議する。 

資料９ 

（R５年

度取組） 

R４年４月 

 ～ 

R５年３月 

武蔵台小、武蔵台中合同校務

会（１５回）小中合同職員会

議・研修会（３回） 

小中学校管理職・教務主任・関係各教科領域主任によ

る校務会・合同職員会議の実施 

・教育課程（９年間を見通した教育課程の編成、日課

表、教室配置、校章・校旗、閉校式・開校式等行事計

画、体育着・制服、引っ越し計画等の策定） 

資料 10 

資料 11 

R４年 

７月 13 日 

11 月 16 日 

武蔵台地区学校運営 

協議会 

委員１２名、教委２名 

義務教育学校開校に向けての協議・承認 

・校章・校旗の選定 

募集～9/1 まで。児童生徒の投票後６点に絞り両校

長で決定。後期の色はエンジに決定 

・思い出作りプロジェクト実施 

・タイムカプセル実施 

・体育着の選定終了６年かけて移行する。 

・制服は費用・機能・生徒指導面から選定委員会で話

し合い R5.7 月までに決定する。 

・校旗返納式３月７日中学校体育館で行う。 

・開校式 4月 10日入学式前実施。主催は教育委員会。

参加者は新 1・7年生と保護者他学年はリモート参

加。45 分 

・開校記念品は周年行事積立を使用。品物は実行委員

会で選定する。 

資料 12 

R５年 

２月 15 日 

３月９日 

武蔵台地区学校運営 

協議会 

委員１２名、教委２名 

義務教育学校開校準備の協議・承認 

・開校記念誌 800 部作成・８P、内容：子供の写真、

１~9年生学級写真、学校行事の写真、校章、校歌、

第 2校歌等 

・記念品＝時計を作製。校舎外に設置する。 

・引越し計画について 

・体育館のパイプ椅子の運搬、生徒用机・椅子の運搬 

・令和 5 年度から開校記念日を 11月 1日とする。 

資料 13 

 

Ｒ５年３月 

Ｒ７年３月 市教委関係 

義務教育学校、小中一貫教育校設置に係る法的整 

備 ・学校廃止届 ・○○市立小学校、中学 

校及び義務教育学校管理規則の一部を改正す 

る規則 

資料 14 

Ｒ６年 

１２月 
市事務研究会 

義務教育学校開校に伴う事務Ｑ＆Ａ 資料 15 

３ 



４ コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育（義務教育学校・小中一貫教育校）を 

  進める上での留意事項 

① コミュニティ・スクールは小中一貫教育を進める上で重要な役割があるということ 

コミュニティ・スクールは学校と地域をつなぐ仕組みであり、小中一貫教育は児童生徒間、

教職員間をつなぐ仕組みであり、いずれも児童生徒に多様な者との関わりを持たせたいとい

う願いが共通にあるということができる。また、コミュニティ・スクールの観点からすれば、

小中一貫教育は地域の支援を小・中学校で断絶させない仕掛とも言える。保護者は小中両方

を経験し、地域住民も小と中を分けて学校を考えているわけではない。地域の学校として、

小中教員の支援し合う協力体制が分かることにより地域住民や保護者が学校を信頼し、課題

を共有し、学校を支援する活動が備わっていくものと考える。学校・家庭・地域総がかりで

小中一貫教育の機運を高めていくことが重要である。 

② 小中一貫教育や義務教育学校への理解を地域住民や保護者、教職員に周知させること 

小中一貫教育は学習指導要領に則って行われるものであり、教育の目的や学習内容等目指

すものは今までの教育と同じである。ただし、小中一貫教育校にすることで、カリキュラム

の編成や教員間の乗り入れ授業等教育課程上の工夫が容易になり、さらに大きな教育効果が

期待できる。施設一体型は教職員の数が増え、子供に関わる事がらにチームとして取り組め、

きめ細かな指導が行いやすくなる。教科指導だけでなく学校生活全般において活気にあふれ

た教育活動の創造が期待できる。市として、今後解決していかなければならない教育的課題

や小中一貫教育の根幹をなす「目指す１５歳像」の共有など、教職員・保護者・地域がそれ

ぞれ自分事として捉え、小中一貫教育のよさを知ってもらうために、地域説明会や市の広報、

ホームページ、公民館だより等で積極的に取組を発信して行くことが不可欠である。 

③ 小中の垣根を越えて、教職員が共通理解と共通行動により日々の教育活動を進めること 

施設一体型義務教育学校は、校長が一人で前期・後期の教員を統括し易く、乗り入れ授業

や行事の協力、生徒指導等でのチームによる取組も容易にできる。職員会議なども一緒に行

い意思の疎通も可能である。一方、施設隣接型・分離型の併設型小中一貫教育校では、統括

校長、副統括校長のもとそれぞれが小学校、中学校の教育課程を行うので、小中共通目標実

現のため、意図的、計画的に教育課程や指導体制を工夫して進めていくことが重要になって

くる。小学校での教科担任制や４・３・２制のチームによる複数学級担任制の導入など、小

中教員の協力で教育改革の実現に向けた取組を進めるために、旧態依然とした考え方に縛ら

れず、いわゆる小・中の文化の意識を捨て、地域に根差した新しい教育のための発想力が求

められる。教員の意識改革が何よりも重要である。 
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［資料１］  

日 教 学 発 第 ８ ３ 号 

令 和 元 年 ６ 月 １ 日 

 

 Ａ小・Ｂ中学校保護者 様 

◇◇地区にお住まいの皆様  

                                         ○○市教育委員会教育長 

 

コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育地域説明会の開催について 

 

 初夏の候、日頃より保護者・地域の皆様におかれましては、○○市の学校教育にご理解と

ご協力をいただき感謝申し上げます。ご案内のとおり、○○市では令和２年度より「コミュ

ニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育」を全小・中学校で開始します。これは、地

域の宝である子供たちのために、小・中学校の先生方で話し合い、そして地域で話し合い、

よりよい教育を共に考え進めて行こうとするものです。 

つきましては、以下のように地域説明会を実施いたしますので、足をお運びいただけると

幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 開催日時  ・令和元年６月２７日（木）１９：００～２０：００ 

         （小学校保護者・地域の皆様） 

        ・令和元年７月１６日（火）１９：００～２０：００ 

         （中学校保護者・地域の皆様） 

 

２ 開催場所  ◇◇公民館大集会室 

 

３ 開催内容  ・コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育についての説明 

        ・質疑、応答  

 

４ そ の 他  ・開催日を小学校・中学校と分けさせていただきましたが、説明内容は

同じですので、ご都合がつく日にお越しください。 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

担当 ○○市教育委員会 

学校教育課  

TEL - 989- （代表） 

○ ○ ○ ○ 
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［資料１－２］ ※地域説明会配布資料 
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［資料１－３］※小中一貫教育地域説明会において出された質問と回答 
【小中一貫教育】 

〇早く実施してよいのでは。 

Ａ：教室の数や児童・生徒数の減少を考慮し、どちらかの学校に全ての子供の人数が入れるのがＨ地区

は令和６年頃と見込んでいる。子供たちのために行うことなので窮屈ではいけないと考えている。 

〇親からしてみると登校から下校まで今までと変わらないということでよいのか。 

Ａ：その通りである。まずは教育の中身が変わっていくというところである。 

○保護者にとっての小中一貫教育のメリット・デメリットは何か。 

Ａ：行ってらっしゃいと送り出していただき、お帰りと迎えるという面で、今まで通り小学校も中 

学校もあるわけなので特に目に見えて変わるわけではない。子供の自己肯定感の高まりを感じ 

たり、笑顔が増えたり、学校のことを話すようになったりと、そういった面で良さを感じられ 

ればと考えている。 

〇「小中一貫教育が始まったら、Ｅ小・中でなくＧ小・中学校にいく」という方がいるが、どうか。学校

外の学校に通っている子について把握しているのか。 

Ａ：ＥとＧの境に住んでいる子については、どちらかの学校を選べることになっている。他の住所 

の子は、特別の事情がない限り、隣の学校に行くことは認めていない。また、指定校の変更に 

ついては教育委員会に変更届を出していただいているので、全ての子供たちについて把握でき 

ている。 

〇今後、子供の数は減っていくと考えられるが小中一貫校の最低人数は決まっているのか。 

Ａ：決まっていない。ＸＸ市では、子供の数が一けたの学校は複式学級を編制している。 

〇小と中では授業時間が違ったり、中学生は受験があったりするがどう考えているのか。 

Ａ：ノーチャイムで実施しているところが多い。報告では、中学生にとっては小学生にあこがれら 

れる存在となり、小学生にとっては面倒を見てもらえることで自己有用感や自己肯定感が高ま 

るといわれているので、良い方向に向かうのではないかと考える。 

〇教育の内容について、学年を越えることはあるのか。 

Ａ：飛び級はない。 

〇小と中がつながると、人間関係が固定してしまう（校舎が違えば、６年生を卒業した時に少し間があ

く）がどうか。 

Ａ：国の調査でも、人間関係の固定化について課題であるという報告はある。市では特に中学校入 

学について滑らかな接続について進めたいと考えている。また、縦割り活動を生かし中学生が 

いること、つながることで、人間関係の固定化が解消するのではと考えている。まさにそこを 

考えていくことが教育である。 

〇小中一貫校になってからの○○市の課題は何か。成果について分析が甘いのではないか。 

Ａ：（国の調査の課題を説明。また、その課題も年を追うごとに少なくなっていくことを説明。）今後、

○○市の課題を分析していく。 

〇文科省のレールに乗っかるとだめになるのでないか。 

 Ａ：市の判断で行っている。 

〇学区の自由化は考えているのか。 

Ａ：地域に根差した教育を進めて行きたいので、考えていない。 

〇以前は、子供が主体的に活動する子供会があって小さい子から大きな子までが一緒に学んでいたが。 

 Ａ：そのような関係を○○市は考えている。 

〇子供のことばかりでなく、教職員のことも考える必要があるのではないか。 

 Ａ：教育課程編成委員会で働き方改革の点からも話し合いをしている。今後、先進地域の実践を参考に

していく。 

〇部活動のあり方は。 

 Ａ：市でガイドラインを定めている。現状のままである。 
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〇教員の数が減る。子供たちのためにお金をかけたいが１校になると半分で済む。子供一人当たりの運

動場の面積も減る。場・金・人手が減る。どうか。 

 Ａ：今後子供の教育に予算を充て、手をかけていく。 

〇免許外教科担任制になるのか。 

 Ａ：埼玉県では、免許外教科担任制は行っていない。 

〇教職員もＰＴＡも小中一貫教育についてわかっていないのではないか。教職員がもう少し考えてほし

い。 

Ａ：昨年度各校を回って説明をしたのだが、繰り返していく。 

【学校運営協議会（ＣＳ）、地域学校協働本部】 

〇学校運営協議会について、また構成員についてどのようになっているのか。 

Ａ：地教行法、教育委員会規則で定められている。○○市審議会になる。地域住民（公募）、保護者、

学校に関係する者、校長、計１２人で構成され、小中学校で一つの審議会となる。 

〇学校運営協議会は形骸化するのではないか。 

 Ａ：学校運営協議会は、市の審議会であるため、形骸化することはないと考える。 

〇学校運営協議会に子供を入れてほしいがどうか。 

Ａ：全国的にみても、生徒会が意見を述べる等の例がある。○○市でも、Ｇ川地区では、最初は教 

職員の連携から、次に地域と、そして今年度は、児童会・生徒会が入り、地区の未来構想を考 

えている。地区ごとに考えていってよいと考える。 

〇学校運営委員会委員の責任はどうなるのか。委員の影響力が心配である。 

 Ａ：学校長の最終責任となる。 

〇ＣＳにすることで責任の分散や学校長の人間的な魅力が失われるのではないか。 

Ａ：皆さんの意見をいただきながら進めて行くものではあるが、校長の魅力については今まで通りでな

くなるということではなく、基本方針を承認していただくわけなので、今まで以上に校長の責任が

重くなるものである。 

〇ＣＳについて、今まで以上に強みを生かすとはどれくらいか。 

Ａ：学校運営協議会が始まることで地域の力を今まで以上に取り入れることができる。  

〇ＣＳの差別化とは。 

Ａ：○○市は小・中学校で一つのＣＳを進めて行く。 

〇ＣＳの準備期間は短いのではないか。具体的にどういう取り組みをしていくのか。 

 Ａ：スタートから完璧でなくてもよいと考えている。 

〇地域学校協働本部の人数と回数は。 

Ａ：学校応援団からの発展なので人数の制限はない。回数は、Ｇ小の応援団を例にとると月１回の会議

をしていた。農園の活動月１回、読み聞かせ週１回～月１回など地域によって様々である。 

〇意見として、消防団も地域学校協働本部に入れてもらいたい。 

Ａ：ぜひお願いする。 

〇担い手の確保はどうするのか。 

Ａ：ＮＰＯや企業と連携していく。 

【その他】   

〇ＰＴＡは、今後どうなるのか。なり手がいないので。 

Ａ：当面は、現在のまま小・中それぞれにあることになる。今後施設が一体となるころ 

  までに学校運営協議会でＰＴＡのあり方について話し合っていただいて、各地区の実態に合った

よりよいものを実現できればと考えている。   

〇跡地利用はどうなるのか。 

Ａ：まだ決まっていない。地域の皆様で考えていただきながら、考えていきたい。 

〇学童の今後についてどうなるのか。 

Ａ：まだ決まっていないが、来年度、高学年が移動しないので、小学校は空き教室がない。 
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［資料２］ 
令和３年度 第１回 教育委員会 小中一貫教育・コミュニティ・スクール会議 概要 

令和３年５月１８日 

                                  13 時～14 時 30 分 

５０３会議室 

１ 挨拶 ○○部長 

 ・C 義務教育学校のスタートに向けて、また、地域学校協働本部についても本格的に動き出す時を

迎えた。滞りなく進むよう、各課協力して具体的な内容についてこれから協議をお願いしたい。 

２ 参事より 

 ・ご多用の中お集まりいただき感謝申し上げる。本年度も一か月に一回のペースで内部会 

議を開催したいのでよろしくお願いしたい。 

３ 協議  

（１） 学校運営協議会今年度の取組について（別紙） 指導幹 

（２） 小中一貫教育推進委員会について（５月１３日第１回実施）指導幹 

◎本年度研究したいこと（前年度のまとめから） 

① 共通目標については、昨年度作成したものを踏襲し、その実践をしっかり図っていく。 

② 施設一体型 

 ・施設一体型開設に向けてそれぞれの地区で今から進める。 

 ・新教科について考えていく。（生活科・総合的な学習の時間の在り方を踏まえて） 

市の「コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」の理念から、地域を知り、地域

を大切にする「ふるさと学習」を導入することは極めて重要である。地域の特色を生かして

いく新教科について研究を進めていただきたい。 

 ・交流活動（縦割り活動、児童生徒会等）を考える。 

 ・行事の見直しについて（小のみ、中のみ、小中合同の行事の在り方、箔を伴う行事） 

・乗り入れ指導について 

・職員会議を小中合同で行っていく。（行事の日程等必要な部分で） 

・小中合同校務会を行う。（月１回程度）オンラインをうまく使っていく。 

・日課表について 

・清掃、給食、学習、生活のきまり等について＝１～４（小）５～７（すり合わせる） 

８～９（中） 

・委員会、クラブの持ち方について 

・教職員が「６年生は最高学年」という考えを改め、１～９年生のスパンで見ていく 

ことが大切である。 

③  施設隣接型・分離型 

 〇教育課程 

・日課表をそろえることでできることが増える。 

 

施設一体型 

Ａ・Ｔ・Ｋ 

義務教育学校 

 

・行事の検討（体育祭、送る会、卒業式、入学式） 

・教育課程の検討（特別教室の割り振り・運用、出入り 

 授業、校庭利用（部活、外遊び） 

・義務教育学校か小中学校か（名称） 

・施設の検討・要望をあげる 

 

施設隣接型・分離型 

ＫＧ・Ｔ・ＴＫ 

小中一貫教育校 

・学力向上を目標とし、小中一貫の取組からできること 

を各校の教員に示していく 

・先進校の取組を提案し、実践、リニューアルしていく 

・年間指導計画の整備 
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 ・授業の始まりをそろえることでクロムなどを使って交流できる。 

・児童会・生徒会、委員会活動等で中学生の主体的な姿から未来像を見せる。 

〇小中の段差を低くする取組 

・生徒指導の共有化＝礼、挨拶、ルール、廊下歩行、給食 

 ・教科担任制＝音楽、外国語活動等で。現在は交換 

 ・授業の流れの統一を図る。教科によっての特色 

〇働き方改革 

・校務支援システムの活用。一人１台のクロームブックを使う。 

④ 年間予定計画  場所 生涯学習センター  時間 １５時～１６時３０分 

     回            内       容 

第１回５月１３日(木) 

１５：００～１６：３０ 

１年間の取組の方向性を決定し、地区ごとに目標を立てる 

（教育課程、年間指導計画作成、小中の段差を少なくする等） 

第２回８月１９日(木) 

１４：００～１６：３０ 

１学期における施設一体型と分離型それぞれの取組の報告と協議 

２学期の計画について 

第３回１０月１４日(木) 

１５：００～１６：３０ 
各地区の取組の進捗状況の確認と情報交換 

第４回１２月９日(木) 

１５：００～１６：３０ 
２学期における施設一体型と分離型それぞれの取組の報告と協議 

第５回１月２８日(金)  

１５：００～１６：３０ 
小中一貫教育推進委員会資料作成について 

第６回 ３月２日(水) 

 １５：００～１６：３０ 
本年度取組のまとめ 資料交換 次年度課題設定 

 ※ 第２回目までに各地区で合同研修会を計画し、各地区の課題に応じた取組を進めていく。 

（３）C小中一貫校（義務教育学校）の設立に向けて（別紙）  学校教育課長 

（４）各課・所から 

   〇教育総務課課長 

  ・C義務教育学校校舎改築に関して、動き出しが遅かったことが反省である。課題 

を生かして来年に向けて早く行動したい。 

  ・学校や関係各課と連絡を密にとり、打ち合わせを綿密にして進めていきたい。 

  ・教育総務課として全体的なスケジュールを示していくようにする。 

  〇生涯学習課課長 

  ・小中一貫教育、地域学校協働本部について、また PTA の再編についても具体的にどう関わっ

ていくか、まだ見えていない面がある。生涯学習課の業績目標に挙げ、役割分担をしっかりし

て取り組んでいく。問題点や課題点について、学校教育課や関係課と連絡調整をしていくこ

とが大切だと認識している。 

（５）質疑・意見 

  ・改築に係る職員室、教室等の利用についての確認。 

  ・各学校にある文化財の移動、利用については文化財担当と確認をする。施設一体型校 

舎にしていく中で、文化財の利用方法について考えていく。 

  ・跡地利用については、教育財産となるか、市の財産となるかで扱いが変わってくる。 

   子供たちの教育を第一に考え、移転にふさわしい校舎を決定してから跡地利用を考え 

ていくことが順番ではないか。 

  ・C 義務教育学校の取組が今後のモデルとなる。この取組の成果と課題を検証し、開設に向けて

次の D、E、施設分離型の学校へと生かしていく。一斉に変えていくことは難しい。ある程度

のスパンを持って進めていく。 

  ・義務教育学校の名称や校章、校旗、校歌、記念行事等については、市としての考えを示す。 
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［資料２―２］ 
※令和３年５月 第１回 教育委員会各部合同会議 小中一貫教育に関する資料  

１ 小中一貫教育について 

（１） 小中連携教育から小中一貫教育への経緯  

これまで、中学校入学後、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす、いわゆる 

「中１ギャップ」の解消に向けた対応のため、小学校から中学校への円滑な接続を図る

ことを目指し、小学校と中学校との連携「小中連携教育」が進められてきた。 小中連携

教育を発展させ、小学校と中学校が別々の組織として設置されていたことに起因してい

た様々な課題の解消を目的に、教育主体・教育活動・学校マネジメントの一貫性を確保

した取組を容易にし、全ての教職員が義務教育９年間に責任を持って教育活動を行う小

中一貫教育の取組を継続的・安定的に実施する制度的基盤を整備するに当たり、平成２

７年６月、学校教育法等関係する法律が改正され、平成２８年度 から小中一貫教育が制

度化された。  

（２） 小中一貫教育  

小学校と中学校が目指す子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成して、系統的

な教育を行う。  

〈取組例〉 ・系統性を重視した学習カリキュラム  

・学習面や生活面におけるルールの統一  

・中学校教員による小学校での乗り入れ授業  

・学校行事等の合同実施や相互参加 ・地域行事への合同参加  

（３） 小中一貫教育の位置付け  

小中連携教育を発展させた小中一貫教育には、義務教育学校と小中一貫型小中学校が 

     あり、小中一貫型小中学校には、さらに併設型小中学校と連携型小中学校がある。 

※参考：小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引／文部科学省 

（４）小中一貫教育の制度化における３類型（施設の一体・分離を問わず設置可能） 

 ①義務教育学校  

・修業年限９年（前期課程６年、後期課程３年）  

・校長１人 統括担当の副校長１人 教頭２人 を配置  

・教員は原則として小・中免許を併有（当面は併有していなくても勤務可能）  

※○○学園など、義務教育学校以外の名称を用いることも可能  

②併設型小学校・中学校  

・小・中学校が同じ設置者  

・修業年限は小・中学校と同じ 

・校長は各学校に１人  

・教員は各学校に対応した免許を保有  

※一貫教育にふさわしい運営体制の整備が要件 【設置イメージ】  

③連携型小学校・中学校  

・小・中学校が異なる設置者  

・修業年限は小・中学校と同じ  
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・校長は各学校に１人  

・教員は各学校に対応した免許を保有 

 ※併設型小・中学校を参考に適切な運営体制を整備すること 

（５）施設形態の分類  

① 施設一体型    小学校と中学校の校舎の全部または一部が一体的に設置されている。 

小学校と中学校の校舎が渡り廊下などでつながっているものも含む。  

② 施設隣接型    小学校と中学校の校舎が同一敷地又は隣接する敷地に別々に設置さ 

れている。  

③ 施設分離型    小学校と中学校の校舎が隣接していない異なる敷地に別々に設置さ 

れている。 

 

 （６）小中一貫教育の制度化による特例  

小中一貫教育では、これまで事前に文部科学大臣が認めた学校のみで可能であった教育 

課程の特例が、設置者の判断によりできるようになる。  

① 教育課程の特例「独自教科の設定」 

 ・「ふるさと科」や「英語科」など、小中一貫教育の軸となる独自教科を設置者の 判断 

で設定できる。  

② 教育課程の特例「指導内容の入替え・移行」  

・小学校段階の指導内容の中学校への後送り、中学校段階の指導内容の小学校への前倒 

し、また、小・中学校各段階における学年間の指導内容の後送り、前倒しが 可能で 

ある。  

③ 教育課程の特例に係る教科書給与 

   ・「義務教育学校並びに併設型小学校・中学校の教育課程の特例告示」による 

   ④ 教育課程の編成に当たっての必須条件  

・９年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること  

・学習指導要領の内容事項が教育課程全体を通じて適切に取り扱われていること  

・内容事項の指導のために必要となる標準的な総授業時数が教育課程全体を通じて、適 

切に確保されていること  

・児童生徒の発達段階や教科等の特性に応じた内容の系統及び体系に配慮がなされてい 

ること  

・保護者の経済的負担への配慮等、義務教育における機会均等の観点からの適切 配慮 

がなされていること  

・児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること 
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［資料２―３］ 
資料  小中一貫教育の制度化における３類型 

  

義務教育学校 

小中一貫型小学校・中学校 

中学校併設型小学校 

      小学校併設型中学校 

中学校連携型小学校  

小学校連携型中学校 

設 置 者 国立・公立・私立 同一の設置者（市区町村立） 異なる設置者(組合立) 

修業年限 
９年（前期課程６年 

＋後期課程３年） 
小学校６年、中学校３年 

 

 

 

 

 

組織・運営 

 

 

 

 

 

一人の校長  

一つの教職員組識 

それぞれの学校に校長、教職員組織 

小学校と中学校における教育を一貫

して施すためにふさわしい運営の仕

組みを整えることが要件  

〈例〉  

① 関係校を一体的にマネジメントす

る組織を設け、学校間の総合調整

を 担う校長を定め、必要な権限を

教育 委員会から委任する  

② 学校運営協議会を関係校に合同で

設置し、一体的な教育課程の編成

に 関する基本的な方針を承認する

手 続を明確にする  

③ 一体的なマネジメントを可能とす

る観点から、小学校と中学校の管

理職を含め全教職員を併任させる 

 

 

 

 

 

中学校併設型小学校と

小学校併設型中学校を 

参考に、適切な運営体

制を整備すること 

 

 

免  許 

原則小学校・中学校の両免 

許状を併有 

※当分の間は小学校免許状 

で前期課程、中学校免許状 

で後期課程の指導が可能 

 

 

所属する学校の免許状を保有していること 

 

教育課程 

・９年間の教育目標の設定  

・９年間の系統性・体系性に配慮がなされている教育課程の編成  

・一貫教育に必要な独自教科の設定を行うことが可能  

・５－４、４－３－２など、６－３以外の区切りを設定することが可能 

教 

育

課 

程 

の 

特 

例 

一貫教育

に必要な

独自教科 

 

〇 

 

 

〇 

 

〇 

指導内容

の入れ替

え・移行 

 

〇 

 

〇 

 

× 

施設形態 施設一体型 ・ 施設隣接型 ・ 施設分離型 

 

設置基準 

前期課程は小学校設置 基

準、後期課程は中学校設置

基準を準用 

小学校には小学校設置基準、中学校には中学校設置基準を 

適用 

標準規模 １８学級以上 

２７学級以下 
小学校、中学校それぞれ１２学級以上１８学級以下 

 

設置手続き 

 

 

市町村の条例 

市町村教育委員会の規則等  

※規則等とは私立学校等を含んでいるための記述  

公立学校は、教育委員会の規則に位置付けることが必要 

出典：小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引／文部科学省 
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［資料２―４］ 義務教育学校に関する資料 

参考：「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き」文部科学省）                                               

１ 義務教育学校とは 

 ○一人の校長の下、一つの教職員組織 

 ○義務教育９年間の学校教育目標を設定  

○９年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施  

○心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すこ

とが目的  

(1)学年の区分と教育課程  

義務教育学校は、９年の課程が小学校相当の前期６年、中学校相当の後期３年に区分されて

いるが、１年生から９年生までの児童生徒が１つの学校に通うという特質を生かし、９年間の

教育課程において「４―３―２」や「５―４」などの柔軟な学年段階の区切りを設定すること

が容易となる。  

修業年限は９年であり、前期６年と後期３年の課程に区分し、それぞれ小学校及び中学校の

学習指導要領が準用される一貫教育の軸となる新教科等の創設や、学年段階間・学校段階間で

の指導内容の入替え等、一貫教育の実施に必要な教育課程上の特例を設置者の判断で実施する

ことが認められている。  

(2)設置者  

義務教育学校は、国立・公立・私立のいずれも設置が可能であるが、公立については、既存

の小学校及び中学校と同様、市区町村の学校設置義務の履行の対象であり、市区町村教育委員

会による就学指定の対象校となる。 

 (3)施設の形態  

施設の形態については、施設一体型、前期課程と後期課程や学年段階の区切りに応じて異な

る施設を用いる施設隣接型や施設分離型の義務教育学校を設置することが可能である。 

①施設一体型   ・小学校と中学校の校舎の全部または一部が一体的に設置されている。 

・小学校と中学校の校舎が渡り廊下などでつながっているものも含む。 

   ②施設隣接型   ・小学校と中学校の校舎が同一敷地又は隣接する敷地に別々に設置されている。 

 ③施設分離型   ・小学校と中学校の校舎が隣接していない異なる敷地に別々に設置されている。 

(4)教員免許状  

教員免許状については、小学校及び中学校教諭の免許状の両方を併有することを原則としつ

つ、当分の間は、小学校又は中学校教諭の免許状のどちらかを持っていれば、それぞれ義務教

育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。た

だし、免許制度自体が柔軟なものに改善されているので、どちらかの免許状しか持っていない

場合でも様々な取組に参画することは可能である。  
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２ 義務教育学校の主なメリットとデメリット 

(1) 義務教育学校のメリット 

 ①小中ギャップの緩和・解消  

小学校と中学校間の段差を緩和することで、小学校教育から中学校教育への円滑な 移行を

促すことが可能となり、中1の壁や小中ギャップと呼ばれる問題が緩和・解消する効果が期

待される。 

 ②系統性・連続性を意識した小中一貫教育  

小学校と中学校で学ぶ内容の系統図を作成するなど、系統性や連続性に配慮した教育カリ

キュラムの作成や、指導を行うことが可能となり、理解度の向上が期待できる。その他に

も、教科内や教科間の学習内容の関連性を意識して指導順序・指導内容を入れ替えたり、

理解が難しく生徒がつまずき易い内容は、後の学年でも繰り返し指導をしたりするなどの

工夫が可能となる。  

③異学年交流による精神的な発達  

１年生から９年生までの児童生徒が学校行事などを通じて異学年交流を行うことによっ 

て、上級生から下級生に対する思いやりの心、上級生・下級生の規範意識、下級生から 

上級生に対する憧れの気持ちなどの醸成が期待される。異学年交流によって 精神的な発 

達や社会性の育成等の効果が期待される。  

④継続的な生徒に対する指導  

小学校と中学校が１つの学校となり、９年間継続して児童生徒に対する指導が行われるた

め、教員間で児童生徒の情報が共有しやすくなり、児童生徒の個性に応じたきめ細やかな

丁寧な生徒指導が可能となる。  

(2) 義務教育学校のデメリット  

①中高一貫教育と整合性  

日本では、大学への進学実績などを基に、中学受験が盛んな地域では中高一貫教育・ 中高

一貫校が多く設置されてきた経緯があるため、当該地域では、義務教育学校の存在意義を

位置付けにくいと考えられる。公立の義務教育学校は高等学校と一貫していないため、中

学受験が特殊な事例となり、高校受験が必要となる。  

②小学校卒業の達成感の喪失  

前期課程修了時に修了式を行うことで卒業式を代替する場合があることから、学校が変わ

る卒業式と単に６年生から７年生に学年が上がる修了式では達成感に差が出ることが考え

られる。子供にとって１つの区切りを超え、成長したと実感できる機会が減ってしまい、

中学校の新鮮さが弱まるおそれがある。  

③リーダーシップや自主性を養う機会の減少  

高学年となると、学校行事などにおいて重要な立場を担うことが多いため、リーダーシッ

プや自主性が養われる。小学校であれば高学年の５年生や６年生、中学校であれば３年生

の時期が該当する。しかし、義務教育学校では、小学校段階の５年生や６年生が中学年と

なり、リーダーシップや自主性を養う機会が減ってしまう可能性がある。 
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［資料３］地区アンケートについて 

 ※学校運営協議会が主体となり、地域住民への周知とアンケートを行った。 
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［資料４］ A地区学校運営協議会要望提案 
 

Ｃ小中一貫校 “あったらいいなあと思う施設と設備”について 提案の全体 

 

(注)番号は提案事項の整理番号 小学校保護者１～39 中学校保護者４０～４９  

地域の方５０～５６ 

小学校保護者 １７人→３９件 

1.ランチルームがほしい。（光が射しこむ明るい部屋） 

2.教室のろうか側に窓をつくってほしい。（開放感、ろうかも明るくなる） 

3.ランチルーム、地域交流室、多目的トイレはどれもあったほうがよい。 

4.プールを直してほしい 

5.プールの授業をしっかりできるよう、屋根などがあると良いなあと思う。 

6.男女分かれた更衣室 

7.男女別の更衣室（特に中・高学年以上からは欲しい） 

8.体育館にエアコンをつけてほしい。 

9.室内でもできる本格的ボルダリング設備 

10.低学年用校庭の遊具を新しくしてほしい。かなり老朽化してそうだったので。 

11.小さい校庭と大きい校庭の一部を人工芝に 

12.グラウンド、外用のトイレの改修（中学生も大人もきれいで使いやすいほうが良い） 

13.グラウンドのトイレを新しくしてもらえたらいいなと思います。 

14.校庭に洋式のトイレを増やしてほしい 

15.トイレに音姫があるといい 

16.トイレに「音姫」をつけてほしい。（ボタンやセンサー反応で音が鳴るもの） 

17.男子トイレは個室が一つしかないようです、増やしてください。 

  排便はとっても大切なことで我慢させないよう環境を整えてもらいたいです。 

18.多目的トイレ（おむつ替えあると助かります、車いすトイレも） 

19.多目的トイレの設置希望 

20.多目的トイレ、エレベーターの設置 

21.給食用、車椅子用のエレベーターの設置。 

22.４F までエレベーターを取り付けてほしい。 

 （学校の方、地域の方がだれでも利用できるように、車いす２台が入る大きさの物。 

  テーブル、卓球台等大きいものが入れられるもの） 

23.多目的広場（中学の部活を考えて、部活のときは卓球場、台３～４台は置ける大きさ） 

       （PTA の親睦で立食できるスペースのもの） 

       （部活で使わないときは地域の方も使えるよう、畳も置けるように） 

24.高齢の方々が集まれる部屋があるとよいと思います。（地域活性化のため） 

25.劇場のような大階段型多目的ホール 

26.赤ちゃんの授乳室、おむつ替えベッド。 
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27.子供たちがリラックスして休めるよう休憩室（いす、ソファーなどでくつろげる） 

28.学習室（図書館の自主学習スペースのようなもの。夏休み・冬休み開放して勉強してほしい。） 

29.司書が常駐し、放課後の居場所にもなる、今までの倍以上の広さの蔵書豊かな図書室！ 

30.学習スペースがあるとよい 

31.メディアセンター（図書室と PC コーナー） 

32.監視カメラを設置してほしいです。 

33.分かりやすい防犯カメラ 

34.バリアフリーにしてほしい 

35.給食を学校内で調理する施設（出来立ての給食を提供してほしい） 

36.自校調理給食の調理室。 

37.横手から学校の入り口までが遠いので、校庭側から出入りできる道を整備していただけると 

  ありがたいです。 

38.駐車場があったらいいなと思います。 

39.小学生の成長は大きいので制服の導入は各家庭に負担がかかると思うが、体育着など皆で同 

じものを着ると連帯感が生まれるかも。 

 

 

中学校保護者  ６人→１０件 

40.ランチルームと綺麗なトイレ 

41.雨天時に部活動で使える広いスペース 

42.エレベーター（階段が使えない人のための）…２人 

43.多目的トイレ（バリアフリー） 

44.トイレに流水音を設置してほしい 

45.広々とした図書室。室内に個別スペース、読み聞かせスペース 

46.地域交流室を作るなら、多目的トイレやおむつ換え台を設置 

47.更衣室 

48.子供だけで使える部屋（マットで囲まれている危険のない部屋） 

49.安心して使える場所になるとうれしいです 

 

地域の方 ３人→７件 

50.小学校と中学校の間に「連絡通路」を設置する。中学校の体育館等使用時と Y地区からの通学路

としても使う。場所は小学校運動場北西角から学校通りへの階段通路とする。 

51.地域交流広場は存続して使う。 

52.地域の人が使える厨房設備と食堂。 

53.カフェテラス方式の食堂を設置する。 

54.技術室の新設  (.カフェテラス方式の食堂と合わせ避難所としても使う) 

55.ネット授業に対応した教室の整備 

56. 職員のネット授業準備を行う場所の整備 
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［資料５］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 



［資料６］ 

全協資料 

 

小中一貫教育校名称等に関する説明会・アンケート調査結果 

                             ○○市教育委員会 

〇説明会実施日 令和３年              参加者 

① ６月２８日（月）14:00～16:00 Ｂ中視聴覚室（教員）26 名 

② ７月  ５日（月）15:00～16:30 Ｋ小学校視聴覚室（教員）13名 

③ ７月  ８日（木）10:00～12:00 Ｈ小視聴覚室（学校運営協議会）8名  

④ ７月１３日（火）10:00～12:00 Ｋ中視聴覚室（学校運営協議会）11名 

⑤ ７月１４日（水）14:00～16:00 Ｃ公民館（学校運営協議会）15 名 

⑥ ７月１６日（金）14:00～15:00 Ｈ小視聴覚室（保護者）12 名・教員 26 名（アンケート） 

⑦ ７月１９日（月）14:00～15:00 Ｋ中視聴覚室 （中保護者）10 名 

⑧ ７月２０日（火）15:00～16:30 Ａ小視聴覚室 （保護者）12名 

⑨ ７月２７日（火）14:00～15:00 Ｋ小視聴覚室 （小保護者）12 名 

⑩ ７月２７日（火）19:00～20:00  Ｃ公民館多目的ホール（地域）14 名 

⑪ ７月２８日（水）19:00～20:00 Ｈ公民館集会室（地域）5名 

⑫ ７月２９日（木）19:00～20:00 Ｋ公民会大集会室（地域）18名 

全参加者１８２名 

１ 学校名について（選択式） 

①○○市立○○学園 ５５．１％   ②○○市立○○学園○○学校 ２．８％  

③○○市立○○学園○○小中学校 １５．６％  ④○○市立○○学園義務教育学校 ５％ 

⑤○○市立○○小中学校 １０％   ⑥○○学園○○市立○○小中学校 １％  

⑦「○○学園」を抜いた名称で ４％  ⑧決められない ２％   ⑨無提出 ４．５％ 

２ 名称等に関する地域説明会で明らかとなった主な意見や課題 

○新しい義務教育の形に期待する。 

○「ふるさと科」や「英語教育」など新教科の取組に期待する。 

○義務教育学校、小中一貫教育について理解が深まった。期待が高まった。 

○新しい学校になるために名称も変えるべき。シンプルがよい。 

○市として、小中一貫教育校、義務教育学校にする理由が明確になった。 

●「○○学園」の呼称、冠称は市立の学校として違和感を感じる。そぐわない。 

●地域の伝統、受け継いできた名称が変わることに反対。（特にＡ地区） 

●３地区が義務教育学校で小中学校の呼び名がなくなり、他の３地区は小中学校が残るのは統一性

がない。（○○学園とした場合） 

●地区名が繰り返されるのはくどい。長くなり不便。（○○学園○○学校） 

●卒業式がなくなる懸念がありそれでよいのか。 

●跡地利用について計画がわからない。校庭や体育館を使わせてほしい。 

●取り組まなければならない課題がたくさんある。先生方の負担が大きい。 
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３ 名称の提案 

・「○○市立○○学園」が相応しいと答えた方が５割以上。シンプルで統一感があるというのがその

理由であると考える。しかし、地域に思い入れがある方々は、故郷の象徴でもある「○○小学校」

の呼称がなくなることに大きな喪失感、抵抗感があるように感じた。 

・「○○市立○○学園」を選んだ人は、選択肢（予め用意したもの。その方が選びやすく、わかりや

すいと意図したからだが）の中からの選択だが、「○○市立○○小中学校」にしてほしいという人

は、伝統を守りたい、学校の形態が変わっても慣れ親しんだ呼称を使ってほしいとの願いがあり、

その意志も固い。 

・○○市の小中学校が、義務教育学校と小中一貫校に分かれる場合、呼称はある程度統一した方が

一体感が生まれる。その場合、「○○市立○○学園」と「○○市立○○学園○○小学校」では、表

記の長短、地区名の繰り返しが発生する。また、義務教育学校と小中一貫校の区別が付きにくい。 

・今後、校章や校歌などを新しく制定ことも予想されるが、小中一貫校は今までのものをそのまま

使用可能であり（統一の校章や校歌をつくるにしても）、義務教育学校は全く使わない、使えない、

または使わない方が自然と考える人も多いだろうと推察する。今までの伝統を残す意味で、義務

教育学校でも慣れ親しんだ校章や校歌を使用可能とすることも大切ではなかろうか。これは、学

校の名称に大きく関わってくる課題である。 

  そこで、市としては 

 

〇Ｃ、Ｈ、Ｋ地区の義務教育学校の名称を 

「義務教育学校  ○○市立○○小中学校」 

〇ＫＧ、Ｔ、ＴＫ地区の小中一貫校の名称を 

「小中一貫教育校  ○○市立○○小学校（中学校）」 

  

とすることを提案する。 

 

※「義務教育学校」、「小中一貫教育校」の冠称は、通称として使用するが、児童生徒が表記する場合

は使用しない。学校教育法における正式名称は、義務教育学校は「○○市立○○小中学校」、小中

一貫教育校は「○○市立□□小（中）学校」で今までと変わりない。 

・義務教育学校に小中学校の名称を付すことで、行事などで小中の校歌を歌うことも可能となる。 

校章も小中使用可となる。その上で、新しいものを導入する、今までのものは使わない等の判断は

学校運営協議会に委ねる。 

 

４ 今後の予定 

 ① 各地区学校運営協議会で新名称等の説明 

② 11 月 19 日（金） 全地区対象の説明会開催 

            場所 ○○市生涯学習センター 

内容「○○市の小中一貫教育について（学校名称等）」 

④  広報 1月号にて名称の発表 
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［資料７］  令和３年１１月 市民対象 小中一貫説明会 会議録 

                  R3.11.19 15 時～17 時  生涯学習センター視聴覚室 

地区名（質問者） 質問内容 回答 

O 地区 A様 ①学校名決定の経緯について 

 

 

 

②義務教育学校を名称に入れずに、現在

の学校名を利用してもよいのではな

いか 

 

③児童生徒に関わる部分については義

務教育学校は入れなくてもよいので

はないか 

 

④教育内容に「ふるさと愛」を入れてい

るが、地域の意見をもっと尊重すべき

である。 

義務教育課程は変わらない。 

地域の意見を聞き、教育委員会で話し合

った結果、決定した。その後、市長に報

告している。 

 

形として名乗る。 

 

 

 

子供たちには難しいので入れない。 

 

 

 

学校運営協議会等で協議していく。 

 

 

O 地区 N様 ①運動会や体育着、プールの深さ、制服

などはどうなるのか 

 

②義務とは誰の義務なのか 

 義務教育学校という言葉はなくても

よいのではないか 

 生理的に受けつけない 

 国民の三大義務。学校に行くことは権

利。 

 保護者は署名活動を行うかもしれな

い。 

変更する場合は学校運営協議会で話し 

合い、決定する。 

  

小学校から中学校までの９年間を義務 

教育という。 

保護者が子に受けさせるもの。 

S 地区 F様 ①今後の H地区と K地区の統合につい 

 て 

 

 

②跡地利用について 

 

 

R６年度に K地区に移行する。 

H 地区は未決定。地域の声を聞いて決定

していく。 

 

給食センターは整備計画を策定した。現

在の施設を改修する。 
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③教科担任制になっていくが、Ｔ地区や

ＫＧ地区の問題点は何か 

 

 

 

④３５人学級について 

 

現在は各学年や各ブロックで教科担任 

制を行っている。 

加配をもらい特定の教科で行っている。 

中学校の先生が担当する場合もある。 

 

現在、小学１・２年生は３５人学級。 

R４年度は小学３年生と順に行ってい

く。 

 

S 地区 V様 

 

①地域とのつながりについては見える

が、保護者（PTA）とのつながりが見え

てこない。 

 地域に根付いた教育をしてほしい。 

 保護者が説明会に参加できるよう考

えてほしい。 

 市をもっとよくしたい。 

 

ここに至るまで、義務教育学校対象地域

で計６回の説明会を行っている。学校に

も説明会を行った。 

 

 

T 地区 U様 

 

 

①小中一貫校や小中連携について 

 

 

 

②ICT の教育について 

 

 

 

 

 

③保護者の参加について 

 

 

T 地区は交流しやすい立地条件ある。 

英語教諭を派遣し、小学校でも授業を行

っている。 

 

GIGA スクール構想でタブレット端末 

１人１台配付し、系統的に進め、充実さ 

せている。 

使用についてはいじめにつながるケー 

スもあるので、慎重に進めていく。 

 

時間帯など配慮する。 

H 地区 Y様 ①施設面について、中学生が部活動でも

使用すると思うが、運動場や体育館の

広さなどどう考えているのか 

バスケットゴールの高さを変えたり、体 

育館のラインの修正をしたりする。 

プールの水深は水位を調節して行う。 

小学校の運動場で野球部が活動するこ

とを想定している。 

H 地区 S様 ①義務教育学校も小中一貫校も目的は

同じであるが、地区によって交流や行

事などに差が出るのではないか 

 

義務教育学校は小中学校の児童生徒が 

一緒に生活するので交流しやすい。 

小中一貫校は分けて考える必要がある。 

それぞれにメリットとデメリットがあ 

２３ 



 

 

②加配による TT 導入もよいが、TT より

も習熟度別学習のほうがよいのでは

ないか 

り、互いのよいところを理解してやって 

いく。 

A 地区 S様 ①今後の人口推移について 

 

 

②地域を巻き込むための方策はあるの

か 

 

③R５年度 B中の土地利用について 

 

④なぜ、学校運営協議会に校長が委員と

して参加しているのか 

 事務局側なのではないか 

 

 

⑤学校運営協議会の会議録について、ホ

ームページに記載されているが、各地

域の内容にばらつきがある。市で調整

し、改善すべきである。 

 

⑥学校運営協議会で配布した資料など

もホームページに掲載してほしい 

 

⑦教職員の定数について 

 

 

 

 

⑧本日の説明会の議事録を作成してほ

しい。 

今後も１学級は確保できる。 

統合の考えはない。 

 

学校運営協議会や学校地域協働本部な 

どを中心に巻き込んでいく。 

 

校舎を解体後、地域の声を聞いて決定 

する。 

 

校長は学校の最高責任者である。校長は 

事務局側ではなく、地域と共に学校を経 

営するため、一緒に話し合っていく。 

 

 

今後、作成者担当に指示する。 

 

 

 

 

個人情報などもあるので、すべては掲載 

できない。 

 

人員削減はコスト削減につながる。しか 

し、人員が減れば、教職員の負担は増え 

る。 

小・中学校の教職員が合わさることを教 

育委員会はプラスに考えている。 

標準法に基づいて人数が決定売る。 

   

 

 

 

 

２４ 



〇参加者からの感想・意見（アンケート用紙から） 

 感想・意見・質問 回  答 

１ 

 

〇市のこれからの子供達のために、様々な取組をされている

と思いました。私はＨ小の保護者ですが、個人的には「義務

教育学校」と冠することに違和感はありません。今後もこの

ような説明会を開いてほしいです。（地区ごとで） 

◇今後も保護者・地域の方の理解を深

めるための説明会を開催してまい

ります。 

２ 〇先生、生徒に負担が無いよう、大幅な変更をしないでほし

い。義務教育学校を名称に含めるようでしたら、反対の署名

活動をしたいと思います。 

◇今後も保護者・地域の方の理解を深

めるための説明会を開催してまい

ります。 

３ 〇本日は説明会の開催ありがとうございます。メリットがた

くさんあるのは承知しています。 

・義務教育学校の３地区は教職員定数の関係で検討の余地

があるのでは？ 

・義務教育学校では小学校の卒業式はやらないのでしょうか？ 

・教育課程の理念に社会教育との連携があり、一地区一公民

館で社会教育の活用が図られると思いますが、社会体育の方

もしっかり考えてほしい。 

◇教職員定数については、国の定める

基準（標準法）に則り進めてまいり

ます。 

◇義務教育学校でも、必要であれば卒

業式を行って問題ないと考えます。

学校運営協議会で熟議を重ねる中

で学校・地域が求める方法を決定す

ればよいと考えます。 

◇社会体育についても、関係課と連携

を取りながら今後の活動について

検討してまいります。 

４ 〇地域住民、企業等の協力を得て総がかりで教育をしていく

ということですが、情報公開を進め地域へ入り込んでほし

いと思います。 

〇学校用地の土地利用（Ｂ中）については、執行部でいろい

ろな角度から十分検討して案を示してほしいと思います。

また、地域住民への丁寧な説明をお願いします。 

〇教職員の配置については行政改革の面から職員定数の関

係もあると思いますが十分検討してほしいと思います。 

〇小中一貫校への移行時期は地区によって異なるので、地区

別開催の場合は地区の特性に合い、進捗ごとに説明会を開

催することにより理解がさらに深まると思いました。開催

日、時間帯も検討した中でこまめな開催が望ましいと思い

ました。 

〇小中一貫校への移行については教職員、PTA、地域住民、学

校運営協議会で果たす役割がそれぞれで大きいと思いま

した。関係者が出席しやすい開催が望ましと思いました。 

◇情報公開については可能な限り進

めてまいります。 

◇今後も保護者・地域の方の理解を深

めるための説明会を開催してまい

ります。 

 

◇教職員定数については、国の定める

基準（標準法）に則り進めてまいり

ます。 

 

 

 

◇開催日、時間については検討しま 

す。 

５ 〇部活動について考えていただきたいです。Ａ地区ですが、

思春期の子供たちが運動できる環境を整えてもらいたい。

市内で移動して部活ができるとか。１クラスずつになって

いるのに個人競技の陸上もないのはなぜか。小学校校庭で

部活ができるのか。 

◇部活動については、その在り方等を

含めて見直すことが必要であると

考えます。地域人材を活用した、幅

のある活動ができるかどうか検討

してまいります。 

◇小学校校庭でも部活はできると考

えます。 
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６ 〇数年前に市内から引っ越してきたときは小中一貫教育が

進められると思っていなかったので、どういう経緯で小中一

貫教育を進めることになったのか気になり、説明会に参加さ

せていただきました。私自身は年中・小１の子供がおり、保

護者として、また、子供の出産前に私立の小中一貫校に教員

として勤めていたこともあり、教育関係者の立場としても説

明を聞くことができよかったです。子供たちが通うとなった

時に施設一体型の方が小・中に行き来する意味でも魅力的だ

と思いますし、先生方がコミュニケーションを取るためにも

施設一体の方がいいきような気がします。何れはすべての学

校が一体になる流れはあるのでしょうか。また、質疑の中で

も出ましたが、小学生がいる保護者は１５時スタートの説明

会は参加しづらいです。参加することも難しいこともありま

すが、一番声を聴いてほしい方です。ネット上などで質問や

意見を言えるともっといいのになと思いました。 

 

 

 

◇小中の児童生徒数や教職員数等の

学校規模と教育的効果を鑑みて施

設一体型の義務教育学校に移行す

ることは将来的にはあり得ること

と捉えています。 

 

 

 

 

◇説明会開催日、時間については検 

討します。 

７ 〇以前、草案のころに説明会に参加させていただきました。

かなり話が進み具体的な部分が決まったようで、委員会な

り説明会などで話し合いが進められていることが分かり

ました。○○市らしい教育の在り方を追求していただけれ

ばと思います。その希望の上で質問があります。 

・将来的な教員不足にどう対応するのか。 

・今現在小中の教育格差が大きくなっています。小中一貫教

育によって小学生を中学生が教えるなどによって改善さ

れることを望みます。学力の低下が市の大きな問題です。

地域の力などを借りるなどして改善してほしいと思いま

す。（小中一貫について考察する前に！！） 

・部活の役割を小中一貫教育に利用してほしいと思います。 

・埼玉県の公立学校入試における小中一貫教育の問題など

も考慮してほしいと思います。 

・小中学生の参加できる時間帯でない開催についてもおか

しいと思いました。子供会の在り方、またそれに係る団体

の在り方など見えてきません。保護者不在の学校教育はあ

りえな 

いと思う。 

◇教職員定数については、国の定める

基準（標準法）に則り進めてまいり

ます。教職への魅力をアピールする

活動を県と共に進めてまいります。 

◇小中一貫教育のよさは縦の関係や

絆を深めていくことで、子供たちに

思いやりや慈愛、畏敬の念を醸成で

きるところにあります。互いに学び

合う教育活動を展開し、地域学校協

働活動で地域の力を取り入れて教

育に生かしていく取組を進めてま

いります。 

◇部活動に小学生が参加することも

可能です。 

◇小中一貫教育は義務教育の一つの

形態です。小中の学習指導要領に則

って行われるものであり、入試にお

いて不利益になることはありませ

ん。 

◇今後も保護者・地域の方の理解を

深めるための説明会を開催してまい

ります。 

８ 〇義務教育学校と小中一貫教育校を区別する必要性が分

からない。 

◇市では児童生徒数や教職員数等の

学校規模と教育的効果を鑑みて、形

態として施設一体型を義務教育学

校、隣接型、分離型を小中一貫教育

校としました。小中一貫教育の基本

的な考え方は同じです。 
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９ 〇デジタル技術の進展やコロナ禍で社会が激変する中、戦後

まもなくできた教育制度では時代に対応できる人材の育

成は難しい。ほとんどの子供が高校まで進学する時代に

６・３・３で区切る必要があるのか、修得主義への今の学

校は来れば学習内容は身についたと解釈する。分からなく

ても時間がたてば進級する、なのに入試だけは学がどれだ

け身についたかと言う修得主義で合否を決める。小中高を

一つにして修得主義を導入すれば中高の入試が不要にな

り、学習内容の組み換えや先取りも出来、時間と基礎学力

の習得に使える。個別対応型の教育が学校の教科内容を検

証し、質の改善にじっくり取り組むことが・・・。 

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金で教育

の情報化事業で１５５０万ハイブリットな大型ディスプ

レイなのかわかりません。 

 

◇ご意見として真摯に受け止めさせ

ていただきます。 
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［資料８］  義務教育学校 武蔵台小中学校開校準備委員会   

   名   称 所 掌 事 項 構 成 員 

開校準備委員会 
開校準備全体に係る協議と決定 

各部会の決定事項の承認 

教育統合会議 

教育委員会議 

 

総務部会 

小中一貫校の校章、校旗、校歌、開校に 

係る記念事業等に関すること 

広報用リーフレット作成 

学校運営協議会 

PTA 代表者 

教育総務課 

  通学部会 通学路に関すること 

小中校長・PTA 

学校教育課 

学校運営協議会 

  PTA部会 PTA 組織運営（組織編制、規約、役員、予算、

事業内容等に関すること） 

小中 PTA・校長 

生涯学習課 

学校運営部会 教育理念、目標、教育課程、日課表、学校行事

等に関すること 

小中校長 

学校教育課 

学校運営協議会 

施設設備部会 

学校施設・設備の検討、設計 

教材備品、共通備品に関すること。移動備品に

関すること 

教育総務課 

学校教育課 

小中学校校長 

市関係課 

 教育課程部会 
教育課程の調整に関すること 

市小中一貫教育 

推進委員会 

 
学
校
主
体
の
委
員
会 

制服等検討委員会 制服、体操服、上履き等の決定に関すること 

小中 PTA・校長 

学校運営協議会 

市学校教育課 

新教科研究推進部会 

新教科等の研究と構想の作成に関すること 

年間指導計画等の作成に関すること 

校長・教職員 

市学校教育課 

学校事務一元化部会 

学校事務部計画の作成に関すること 

各種会計関連計画の作成に関すること 

小中事務職員 

市学校教育課 

保健安全指導部会 保健・安全・保健室経営に関すること 小中養護教諭 

※名称は便宜上であり、実際には学校、学校運営協議会・教育委員会各部で連絡を取り合い進めた。 

学校運営協議会委員を「記念事業委員会」「PTA 部会」「総務部会」等に分けて、数回協議の場を 

設けた。 
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［資料９］ 
令和５年度小中一貫教育推進委員会の取組 

Ｂ小中学校が県内２番目の義務教育学校としてスタートし、県内外から注目が集まり他市の 

教委や議会関係者からの訪問も多く受け入れた。令和７年度までに各地区において特長を生か 

した小中一貫教育を進めていく為に小中一貫教育推進委員会（主幹教諭・教務主任）で以下の 

ことについて協議している。 

【５月９日（火）第１回小中一貫教育推進委員会】  15:00～ 生涯学習センター研修室 

1 令和４年度の取組の総括  

・小中それぞれの意識（共通理解）が高まっている。 

・少子高齢化が教育に及ぼす影響は必ず大きくなっていく。現状のまま進むことは想像で 

 きない。教員の意識改革が一番必要である。学校、家庭、地域が三位一体となり、教育 

の質を上げていくことが本委員会の目標である。学校運営協議会も期待して協力している。 

・教員の意識を変えるにはふるさと科が要となる。 

・義務教育学校の教員は校舎移転等学校が変わる現実を直視しているので取組が具体化し 

やすいが、小中一貫校はその意識がまだ薄いように感じる。何を一貫していくかの議論 

が必要。例えば体育着を統一することで小中一貫校としての意識を高めることも出来る 

のではないか。教育課程の工夫とともに、小中の「つながり」を高めていく工夫も必要 

である。 

 2 令和２年度～４年度の成果と課題 

    ア 小中学校の共通課題から共通目標を研究する 

    推進委員のリーダーシップのもと、各地区の小中学校教員が、それぞれの実態（課題等）か

ら、小中学校の共通課題を考えることができた。また、各地区の学校運営協議会においても

協議し、地域の特色が表れた目指す児童生徒像が設定できた。 

小中学校教員が「目指す１５歳像」を共有して１つの目標に向かい、児童生徒に系統的な教

育を提供するために、教職員の共通理解と協働体制の構築が重要である。 

イ  小中一貫教育に係る教育課程を研究する 

    学力向上は、本市の喫緊の課題である。９年間を見通した学習指導により学力の向上を図

れるものと考える。各地区においては、学力調査等から、教科・領域等の児童生徒の課題を

共有することができた。また、９年間で育みたい力を小中学校で共通理解することができ 

た。発達段階に応じ、重点化を図る指導内容やつまずきやすい項目を整理できた地区もあ   

ったが、年間指導計画に入れ込むまでに至らなかった地区もあった。 

小中の段差を低くする取組と合わせて、各地区の特色を生かしたカリキュラムを確実に実

施していくことが大きな課題である。また、小中学校教員による乗り入れ授業や効果的な

交流活動等、工夫を重ねていく必要がある。 

ウ 小中一貫教育に係る働き方改革を研究する 

     「学校における働き方改革」の目的は、教職員が、心身ともに健康で充実した日々を送る

ことにより、学校における教育活動の質を高め、学校が子供たちにとってより楽しく魅力

ある場とすることである。推進委員会では、各学校で行われている働き方改革の取組を報

告し合った。各学校では、ICT を活用したり、意識改革を図ったり、工夫した取組が共有で
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きた。 

教科担任制や４・３・２制によるグループ体制の強化により小中一貫教育を推進することで、

教職員の負担が軽減されるという実感のある取組を提案することが課題である。 

3 「今年度の重点課題」について 

 ① 義務教育学校、小中一貫教育校の教育課程編成  

    ・日課表の工夫 

    ・週行事（朝学習、全校朝会、児童生徒集会、委員会・クラブ活動、縦割り活動等） 

    ・小中合同行事の設定 

・教科担任制の実施、乗り入れ授業の工夫 等 

③  新しい教科「ふるさと学習」の創造 

地区名 各地区の取組状況・活動報告 

 

Ｋ地区 

ふるさと学習について、現在取り組んでいる生活科、総合的な学習の時間を見直し、 

「Ｋ辞典」を作製していく過程をふるさと学習に位置付ける。 

小中合同の清掃活動に取り組む。（河川清掃等） 

義務教育学校開設に向けて、引越計画を綿密に組み、備品整理や廃棄を進めていく。 

 

ＫＧ地区 

小中合同挨拶運動や運動部中学生部員による小学生への指導、合同音楽会など、行事等

における共同実施の可能性を探る。 

小学生に中３生のお話を聞く会などを開催する。 

中学校教員の乗り入れ授業に積極的に取り組む。 

Ｔ地区 中学教員の小学校乗り入れ授業をさらに充実させる。 

Ｔ中フェスタに小学生の参加を検討していく。 

体育時の運動場や水泳指導におけるプール使用を工夫していく。 

 

 

 

Ｈ・Ａ地区 

日課表については、Ｃ小中を参考に今後検討していく 

様々な行事を、前期・後期課程でどのように組ませていくか、起こりうる課題を乗り越

えるための話し合いを密にしていく。 

希望した教職員の配置が整わず、各教員の担当授業を組み替えたりしなければならない 

事態が起きている。昨今の教員不足が影響して思ったような教員配置ができない場合も 

あるので、実態に応じた工夫が必要となる。 

特別教室の必要数をしっかり割り出すこと。２時間続きで行う教科については前後期の 

またがる分支障が出る場合がある。 

教職員の中に、校舎移転に係る引っ越し作業に負担を感じている者もいる。 

 

 

ＴＫ地区 

小学生に中学生への憧れを持ってもらう取組を行ってく。（陸上部員による小学生への 

指導など） 

小中合同音楽祭などに取り組んでいく。 

人権に係る小中学生の声を、児童会・生徒会を通して発信していく。 

ふるさと科についても今後取り組んでいく。 
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【８月３０日（水）第２回小中一貫教育推進委員会】     15:00～ Ｋ小 

  〇「令和の日本型教育の姿について・小中一貫教育の制度化の特例について」情報提供 

  〇各地区取組状況 

地区名 各地区の取組状況・活動報告 

Ｋ地区 令和４年度に実施した内容を含め、令和７年度開校に向けたスケージュールの見える化 

ＫＧ地区 ふるさと科の内容系統配列一覧表の整理・小中合同研修会の内容と各部会の報告 

Ｔ地区 ふるさと科の内容系統配列一覧表の整理・小中連絡協議会の資料提供 

Ｈ地区 小中合同研修会・教科、領域部会の実施・日課表の検討・校舎引っ越し作業計画 

ＴＫ地区 小中合同研修会・年間指導計画の工夫  

 

Ａ地区 

私服登校について・前期課程修了式の計画・後期ふるさと科の内容と系統配列一覧表を

整理・行事について（運動会・体育祭と校内音楽会の職員会議資料の提供）・小中合同研

修会 

【１０月１３日（木）第３回小中一貫教育推進委員会 15:00～ 生涯学習センター研修室 

  〇「おがわ学の構築・実践について」情報提供 

・地域の自然、産業、歴史等を小・中・高で一貫した内容系統のもと、各教科・領域を横断的

に学習し、目指す児童生徒の姿を追求する学習。市として取り組む「ふるさと学習」の参考

にすること。 

〇各地区「ふるさと科」の取組について 

地区名 各地区の取組状況・活動報告 

 

Ｋ地区 

ふるさと科の内容系統配列一覧表の整理。 

３年＝Ｋ地区の良さを知る４年＝Ｋ地区の自然環境の良さを調べる・５年＝Ｋ地区

の歴史、文化、伝統のすばらしさを調べる ６年＝Ｋ地区の未来を考える。中学＝

Ｋ辞典の活用。地域力の活用＝芋煮会など地域と連携する行事を地域学校協働活動

に位置付ける。 

 

ＫＧ地区 

公共施設や農地、自然等様々な環境に恵まれた題材についての取組を進める。 

タブレットを用いた表現技術の向上に取り組む。 

小中連携によるふるさと科「おもちゃ作り」「Ｋ鍋」の取組を進める。 

学校運営協議会や地域学校協働本部とのかかわりを明確にしていく。 

 

Ｔ地区 

施設隣接型のよさを生かし公民館、特別支援学校、地域企業など地域の環境や教育

資源を学習に取り組む。 

中学は市から外部へ。中学３年生の「市への提言」に結び付ける 

 

Ｈ地区 

キャリア教育に地域学校協働本部の協力を依頼する。 

他の教科・行事に絡めた取組を進めていく。 

オンラインで市民や他の学校とつながり、積極的に地域の特色を発信していく。 

児童生徒に地域のよさに気付かせ、誇りに思う「ふるさと愛」を育む活動に取り組

む 

 

ＴＫ地区 

ふるさと科の内容系統配列一覧表の整理。 

幼・保・小・中・高や地域の教育的資源と関わり、地域を知る活動につなげてい

く。 

今後の地域開発による地域環境の変化等に目を向けた取組も視野に入れていく。 

地域力、BJ や青少年健全育成会・公民館活動等地域学校協働活動を生かす。 
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Ａ地区 

小中一貫教育に対応する計画を作成中。後期課程のふるさと学習を再構築する。 

７年生＝過去 ８年生＝現在 ９年生＝未来のテーマで取り組んでいく。 

乗り入れ授業の工夫、コマ数についての運用・理解を小中で図る。 

 

〇協議のまとめ 

・各地区の内容系列一覧表が提示されたことで、市のふるさと学習が軌道に乗り始めた。さら

に内容について深く検討し、「全体計画」や「各学年年間指導計画」の作成に着手してい

く。Ａ、ＫＧ、Ｈの今までの年間指導計画を提供したが、参考にして地域の特色を生かした

ふるさと科の構築を目指してほしい。 

・生活科と総合的な学習の時間を融合して「ふるさと科」としている今の段階は、新教科とし

ての位置付けになっていない。今後は新教科として設置を進めていくことを検討する。各学

年の必要時数を確定する上でも学習内容の適正化を図りたい。 

・中学校の内容の見直しを図りキャリア教育等を踏まえ、生徒の期待に応える学習にしていき

たい。 

・市小中一貫教育構想「学びの自立を目指して」に立ち返り、４・３・２制の採用や教科担任

制の導入、小中相互乗り入れ授業の取組、小中の交流活動の積極的な導入を図り、市ならで

はの小中一貫教育を進めていく。小中の話し合いが大切。 

〇委員長から 

ふるさと科が進みだし、委員の皆さんに感謝する。各地区の取組を参考にして、できるこ

とに対し前向きな気持ちで取り組んでほしい。次回もよろしくお願いする。 

 

【１２月７日（木）第４回小中一貫教育推進委員会】  15:00～ 生涯学習センター研修室 

〇他市町研究発表会参加報告（委員長） 

・12 月 1 日に ZOOM で行われた西部地区地域学校協働活動実践発表会では、他市町の取組と各

市町村におけるコミュニティ・スクールの進捗状況等話し合いが行われたが、本市がかなり

進んでいることが分かった。本市は・コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育に

取り組んでいるので、児童生徒のために小中一貫教育のさらなる充実を各地区とも進めてい

ただきたい。 

  ・先日、他市町の研究発表会があり参加した。（別紙参照）系統的な学びに係る骨子の作成 

や、地域の特長を生かした教科間の横断的な取組など、興味深い内容が含まれていた。本 

市でも参考にできるところがあると感じた。 

   

〇各地区の取組について 

地区名 各地区の取組状況・活動報告 

Ｋ地区 小中合同行事として地域の清掃活動、挨拶運動の励行、地域の方とのお芋パーティ 

PTA 小中合同会議の実施、立志式等を行った。 

義務教育学校開設に向けて小中合同の部会、研修会を行った。今後定期的に開催する

よう計画を練っている。 
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ＫＧ地区 

「かえでの時間」で小中の交流を 2度実施した。中学 2年生が小学校に出向き、おも

ちゃ作り（小２）とＫ鍋（小５）づくりを協働して一緒に楽しむ活動を行った 

小中地域児童生徒会挨拶運動に取り組んだ。 

キャリア教育等教育課程を進める上で学校運営協議会とのかかわりを深めていく。 

 

Ｔ地区 

６年生と中学生の部活動交流を行った。委員会活動を今後は小中一緒に行うように計

画を立てていく。 

地域学校協働活動の一環として中学生は地域清掃を行った。職場体験事業も今後は地

域学校協働本部を活用していく。乗り入れ授業は国語、家庭科で行っている。 

 

Ｈ地区 

小中合同部会で指導計画や行事予定の見直し等を行い話し合いを深めている。 

日課表は大方決定した。乗り入れ授業の教科は、新しい人員配置が決定次第考える。 

部活動に小中教員一緒に取り組んでいくか、ただ今検討中である 

 

ＴＫ地区 

ふるさと科の系統表を作成した。３学期に各学年のテーマを決めていく。 

小中で年間行事予定の見直しを行なっている。学校間が遠いのがネックであり、授業

時数の兼ね合いでどのように乗り入れ授業や合同行事に取り組んでいくかが課題であ

る。 

人権集会を小学校でも行いたい。６年生の中学校体験を行っていく。 

 

Ａ地区 

行事では合同音楽会、生徒会役員選挙で５・６年生に模擬投票を実施した。 

全校遠足では６年生に役割を与え、中学生がサポートに回るようにしてリーダーシッ

プを発揮させるよう取り組んだ。カジュアルマンスを実施し児童生徒自ら考える機会

を設けた。後期課程の授業時数確保のために前期課程も時間割を変更した。 

給食準備を前後期一緒に取り組むように今後考えていく。 

〇令和６年度「○○市コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」作成について 

・ふるさと科の系統表（全地区必ず）と年間指導計画（できていれば）、教育課程上の小中一

貫教育に係る内容（日課表・時程・行事の工夫・教科担任制・乗り入れ授業等）について、前

文（取組のインデックスを含んだ簡単な紹介文）と資料を掲載する。 

 

【１月２４日（水）第５回 小中一貫教育推進委員会】 15:00～ 生涯学習センター研修室 

   ○令和６年度「○○市コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」作成について 

①掲載内容の確認（指導幹）＊目次に沿って説明 ・巻頭に委員長の言葉が入る。 

 ②各地区「実態調査・共通目標」の確認・・・掲載内容については校長の確認を得ること。 

③ふるさと科・小中一貫教育に係る教育課程の工夫の原稿確認【○○地区の取組】 

 ※ふるさと科内容系統配列一覧表は全地区が載せる。 

 

地区名 各地区の掲載内容 

Ｋ地区 義務教育学校開校に向けての計画・話し合い・合同研修会の内容、開校までのスケジ 

ュール、開校準備部会の内容について、ふるさと科の内容について 

ＫＧ地区 学校研究の内容、研究便り、小中合同研修会の内容、ふるさと科の実践授 業の様

子（歌の交流会、おもちゃランド等）について 

Ｔ地区 小中一貫教育の取組内容について（プールの共用、グランドの共用、中学 教員の乗

り入れ授業、部活動交流会、合唱交流会、陸上小中合同練習等）小中教員の交流によ
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り互いに刺激があり新しい発見があったこと 

Ｈ地区 小中合同準備会の様子（月１回）、日課表案、年間行事予定案、内容系列一覧表につ

いて、ふるさと科の内容について、引っ越し準備について、閉・開校式について 

ＴＫ地区 小中合同研修会の内容、ふるさと科の計画・小中の交流に生かす工夫について 

Ａ地区 後期課程「ふるさと科」内容について、学校評価・小中一貫教育にかかる内容について 

⑤ 確認事項  

・【○○地区の取組】は１０ページを目途にまとめていく。（５～１５ページの範囲で。ふる 

さと科内容系統配列一覧表（A4 判に縮小）を含めて。） 

・センターサーバー＞00 共有＞01 教育センター＞令和５年度＞小中一貫教育＞各地区フォ 

ルダーに「○○地区実態調査・共通目標」「○○地区の取組」を格納する。 

・パンフレットは、地区フォルダーにあるものを赤字で直し、「済」を入れてそのまま保存 

  すること。 

・締め切りは２月末日。指導幹が編集したものを「グーグルドライブ＞共有ドライブ＞小中 

一貫教育推進委員会＞00 全体資料（市教委用）に入れるので、それを持ち寄ること。 

【３月５日（火）第６回 小中一貫教育推進委員会】  15:00～ 生涯学習センター研修室 

○令和６年度「市コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」最終確認 

・直しや写真挿入する場合は「センターサーバー＞00 共有＞01 教育センター＞令和５年度＞

05 小中一貫教育＞ 第６回 ＞ ～直し３月１０日まで」にアクセスする。 

  ○令和５年度の成果と次年度の課題について（グループ熟議） 

  ‐義務教育学校‐ 

・小中教員の乗り入れ授業により、双方の横断的 

な理解が深まっている。 

・小中教員の交流が深まりつつある。話し合いを 

する機会が必然的に増えた。 

・引越し等地域学校協働活動によるボランティア 

の方々にお世話になりありがたかった。 

・小中の考え方をすり合わせ、調整するための時 

間が足りない。開校に係る専門の校務分掌を備えるべき。 

‐小中一貫教育校‐ 

・小中分離型は距離の違いがあり、児童生徒交流の 

仕方も様々であるが、以前よりも授業や行事での 

交流を深めることができた。教師間の交流をもっ 

と増やしたい。 

・小中の発達段階の違いが理解できた。 

・時間が無く日々の業務に追われ、まだ実感が伴わ 

ない教員が多い。教員からの提案や意見が少ない。 

教員の意識の向上が喫緊の課題である。子供たち 

の意見もよく吸い上げて取り入れたい。 

○総括（委員長） 

・１年間、真摯に取り組み各地区で成果があった。教育課程の見直しや様々な工夫が今後求め

られていく。毎年教育課程を見直し、少しでも変えていくことが大切。変化は進歩であるこ

とを認識して取り組んでいただきたい。働き方改革を踏まえて大胆に行うこと。そのアイデ

アを出し、実行できるのは教務主任である。 

 

３４ 



［資料１０］  開校までの計画・日課表の作成  
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［資料１１］  学校生活について 

R５.1.４ 合同研修会 

基本方針 

① 「一つの学校になる」という意識で、まずは可能な限り小中が一緒に活動することを考える。 

② 職員としては、お互いを理解し尊重しながら、支え合う意識をもたなければ成立しない。 

※以下の内容はあくまで案として方向性を示したものであり、決定事項ではない。 

 検討事項 方向性 

１ 小学校の朝の活動と中学校部活動

の朝練習の両立は可能か。 

可能である。今後朝練習がなくなる可能性もある。 

２ 朝会は、全校児童生徒が集合する

のか。 

全校朝会は全員参加する。各種朝会は火曜日に行う。音楽朝

会、体育朝会は前期課程のみで行うこともできる。 

３ 職員の打ち合わせはどうするのか。 職員の連絡は、できる限り日報や校務支援システム、Google

の機能を活用する。打ち合わせは、月曜日の放課後、全体で行

う。朝は後期課程の職員と参加できる職員で職集を行う。 

４ 小学校と中学校で日課が異なる。チ

ャイムは鳴らすのか。 

ノーチャイムで進める。小学生が外遊びに出ているとき、予鈴が

あると教室に戻りやすいため、予鈴を鳴らしてもよい。新しい日

課案では、業間休み、清掃、昼休みの時間を統一しているた

め、共通している時間にチャイムを鳴らすことができる。 

５ 登下校指導はどうするのか。 小学校、中学校それぞれ今までのやり方で実施する。中学校

は、定期テストの１日目に登下校指導をする。 

６ 部活動指導はどうするのか。 基本的には中学校の先生が進めるが、小学校の先生もできる

ことがあれば協力する。あくまで任意であり、強制しない。部活

動指導を希望すれば、部活動手当を支給することは可能であ

る。大会の引率等で手薄になる場合には、小学校の先生に協

力してもらうことがある。部活動指導員による指導体制づくりを

進める。 

７ 補欠はどうするのか。 小学校においては教務部で対応する。中学校においては学年

内や教科担当で対応する。手薄になってしまう場合には、お互

いに補欠に入ることがある。 

８ 職員会議はどうするのか。 職員会議は、月曜日に全職員で行う。その後、小中で分かれて

協議することもある。 

９ 登校班はどうするのか。 小学校においては、今までどおり通学班で登校する。中学校

は、部活動の朝練習などもあるため、別に登校する。一斉下校

などで一緒に下校することもある。 

10 モジュールを活用できないか。 現在のところ、活用は考えていない。 

11 給食の始まる時間は同じか。 E小中学校の日課表を参考にすると、ほぼ同じ時間に食べられ

る。清掃、昼休みの時間を合わせるため、終了時刻は合わせ

る。 

12 中学校の定期テストについて 校庭に出るときも並んで移動するなど、前期課程が配慮するこ

とが必要である。 

13 教科指導の持ち方はどうなるのか。 ５年生から積極的に教科担任制を実施する。５・６年生につい

ては、教科担任制を行う教科を決めて実施する。 

14 体育の授業は重ならないのか。 校庭と体育館で調整して重ならないようにする。小中の日課の

ずれを考慮する必要がある。小中合わせても学級数は多くない

ので、中学校の体育についても学年で行えば、コマ数は少な

い。 

15 昼休みの体育館開放はどうするの

か。 

開放する。 

16 教科担任制をどの学年で、どの教 ５年生から実施する。教科は専門の教科を中心に振り分ける。
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科で導入するか。 中学校の時間割のつくり方を参考にする。５・６年生について

は、全ての教科で実施するわけではない。 

17 校務分掌はどのようになるか。 前期課程と後期課程でそれぞれ担当する。 

18 帰りの会は１５分必要である。 新日課案で１５分確保している。 

19 清掃は、昼に行うしかないのか。 小中ともに昼に行う。 

20 AET の勤務が気になる。 通常どおり勤務する。今まで小中それぞれに割り当てられてい

た日数で勤務してもらう。時間割の都合がつけば、中学校の英

語の先生が小学校の外国語授業の支援に入ることも可能であ

る。 

21 図書室の利用はどうなるのか。 小中それぞれに図書室がある。貸出はできないが、小学生が

中学校の本を読むことも可能である。 

22 委員会活動はどうするのか。 児童会と生徒会を統一し、児童生徒会とする。５年生から一緒

に活動する。現在、小学校は木曜日、中学校は水曜日に行って

いるが、中学校の部活動の関係で、水曜日の６時間目に統一

する。小学校のクラブ活動も水曜日に行う。 

23 生徒指導部会、運営委員会などの

会議のもち方はどうするのか。 

中学校は、放課後に会議をもつことが難しい。中学校において

は、時間割を調整して、授業時間に会議をもつことも可能であ

る。中学校は、毎週１時間この２つの会議を行っている。 

月曜日は会議・研修の日と決めて、職員会議、生徒指導部会、

研修、学年会などをローテーションで回す。生徒指導・教育相

談部会をそこに組み入れ、小中一緒に行うことも可能である。 

E 小中学校では、４・３・２でそれぞれリーダーを決めて会議を

行っている。 

24 縦割り清掃はできるか。 可能である。９年生が１年生に清掃のしかたを教えることもで

きる。 

25 放課後の小学校の校庭開放は難し

いのではないか。 

可能である。エリアを決めて使用できる。部活動をしている場

合は、遊具エリアのみ使用できる。小学生は、スマートフォンや

ゲームなどの使用、お菓子やジュースの飲食を控える。 

26 休み時間、遊ぶ場所やボールを使う

ルールを決めたほうがよいのではな

いか。 

校庭を分割し、ボールを使うエリアを決める。何か目印となるも

のを検討する。 

27 卒業式、入学式のもち方はどうなる

のか。 

９年生は卒業式、１年生は入学式を行う。７年生の進級式など、

節目の行事を実施する。 

28 卒業式、入学式の参加学年はどうす

るのか。 

全児童生徒が参加することを検討している。 

29 なかよし音楽会や校内音楽会はど

うするのか。 

全て一緒に行う。合唱でも合奏でもよい。学年１曲ずつとし、完

成度を上げて本番に臨む。 

30 運動会と体育祭はどうするのか。 一緒に行う。児童・生徒の席が取れない可能性があるため、工

夫する。 

31 ６年生を送る会はどうするのか。 全体が修了式を行う日に、前期課程修了式を実施する。節目

の行事とする。E 小中学校は、６年生を送る会を実施していな

い。９年生を送る会を行う。 

32 修学旅行はどうするのか。 修学旅行は、６年生と９年生で２回実施する。 

33 縦割り活動はどうするのか。 １年生から９年生まで一緒に活動する。 

34 身体測定と健康診断はどうするの

か。 

２人の養護教諭が協力して実施する。２日かかるかもしれない

が、できるだけ１回の準備で９年生まで実施する。 

35 親睦会はどうするのか。 一緒に活動する。規約の統一が必要である。 

36 職員の給食費の集金はどうするの

か。 

中学校職員の給食費に合わせる。 
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37 学年費などの集金はどうするのか。 中学校と同様に全て口座振替とする。 

 

38 令和４年度の小学校の卒業式はど

うするのか。 

令和４年度の卒業式は、小中共に実施する。 

令和５年度については、前期課程の修了式と後期課程の卒業

式を行う。 

修了式 １～９年生参加 入学式 ２～９年生参加 

39 １年生を迎える会はどうするのか。 実施する。全児童生徒が参加する。７年生を対象に後期課程の

新入生歓迎会を行う。 

40 小学生の部活動の参加はどうする

のか。 

５年生から参加することができる。５・６年生は任意の参加とし、

加入は強制しない。通学班の関係で、５・６年生は朝練習に参

加しない。入部する際には、入部届を提出する。５時までの活動

とし、日が短くなる時期は部活動に参加しない。 

41 上履きやカバンはどうするのか。 小中ともに今までのものを使用する。 

42 名札はどうするのか。 名札は校内でつけるものとし、朝つけて下校時にはずす。小学

校は今までどおりとする。中学校は令和５年度から青のライン

で統一する。 

43 遠足・集団宿泊的行事はどうするの

か。 

小、中それぞれで行ってきた行事をそのまま継続する。社会科

見学も同様である。泊を伴うものは次の通り。 

５年生 宿泊学習 

６年生 修学旅行 

８年生 宿泊学習 

９年生 修学旅行 

44 避難訓練はどうするのか。 全校で実施する。中学生の兄弟が、引き渡し訓練の引取者に

なることもある。 

45 交通安全教室はどうするのか。 今まで通り実施する。小学校は自転車の乗り方指導もあるが、

中学生は午後に実施するなどして一日で終わる計画とする。 

46 保護者会（授業参観・懇談会）はど

うするのか。 

一緒に実施するが、中学校の３学期の保護者会は、受験の関

係もあり、同日の実施は難しい。１・２学期については、１～４年

生と特支で１日、５～９年生で１日、計２日で実施する。 

47 就学時健診はどうするのか。 人員が不足するようであれば、中学校の職員も協力する。 

48 個人面談や三者相談はどうするの

か。 

日程を合わせて実施する。 

49 小学校のクラブ活動はどうするの

か。 

運動系のクラブは、部活動と連携する。文化系のクラブは、公民館

と連携する。公民館の団体の活動に参加したり、協力を依頼したり

する。 

50 学童保育はどうなるのか。 小学校教頭が窓口となり対応する。 

学童利用家庭（利用家庭数５１家庭、児童数６１名、利用率８

２％）は相当数ある。 

引き続き、１階の教室を使う。放課後には校舎南側の庭や校

庭、体育館、プールを利用している。水曜日は部活動がないた

め、体育館等を使用することが可能である。 

51 スポ少の活動はどうなるのか。 部活動と調整することで、今まで通り校庭で活動することが可

能である。 

52 時間割の組み方はどうするのか。小

学校の教科担任制をどのように進

めているのか。 

①初任者の時間割を決める。 

②非常勤講師の勤務日を確認する。 

③AETの勤務日を確認する。 

④５・６年生の教科担任制を行う教科を決める。 

⑤５・６年生と中学校の時間割を決める。 

⑥教務への出し授業を決める。 
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⑦特別教室を確保する。 

⑧１～４年生の時間割を決める。 

 

53 中学生は、放課後や土日に校庭を

使用することはできるのか。 

使用できる。きれいに使い、原状復帰をする。テニスコートにつ

いても同様である。学校管理下ではないため、けがをしたとき

などの責任は取らない。 

54 ６年生が卒業（修了）するときには

卒業証書が授与されるのか。 

前期課程の修了証が授与される。 

55 小学生もQ-U を受けるのか。 必要に応じて行う。 

56 通学路はどうなるのか。 中学生の通学路は、小学校のときの通学路を使用する。 

57 朝読書はどうするのか。 中学生の中には、朝読書がなければ全く読書をしない生徒も

いるため、朝読書を実施する。 

58 昇降口は何時に開けるのか。 ８時に開ける。部活動があるときは、７時２０分に開ける。 

59 学年カラーはあるのか。 小学校はあるが、中学校はない。全学年青に統一していく。 

60 大型ディスプレイなどはどこに置く

のか。 

全て持って行く。置く場所は検討中。 

61 ４階の廊下に棚を置くことは可能

か。 

可能である。足場になってしまうため、窓側ではなく、教室側に

設置する。 

62 朝マラソン、朝読書などを全て含め

た自由な時間を設定してはどうか。 

検討する。 

63 学校教育目標はどうなるのか。 ４月に校長が決める。 

64 小学校職員室のエアコンの室外機

の音が気になる。 

一部窓を閉めたままにする。 

65 体育館フロアにマット、跳び箱があ

るのは危険ではないか。 

危険であるが、小学校では跳び箱運動の時期はフロアに置い

てしまいがちである。また、しまう場所が十分ではない。 

66 部室はどうなるのか。 体育小屋を整理することで、部室が確保された。 

67 体育用具の置き場所が足りない。 中学校からもっていくものは精選されている。小学校のものを

処分しながら置き場所を確保するしかない。 

68 部活動の活動場所はどうなるのか。 サッカー → 校庭 

ソフトテニス → テニスコート 

卓球・バスケットボール → 体育館 

美術部 → 美術室 

吹奏楽部 → 音楽室 

69 職員室のサーバーはどうなるのか。 そのまま持って行く。過去３年分程度を残し、あとは削除する。 
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［資料１２］ 
 
義務教育学校 ○○市立C小中学校（新校名）校章デザイン（案）募集要項 

 令和５年４月１日、Ａ小学校とＢ中学校は統合し、義務教育学校「Ｃ小中学校」として新たなスタート

を切ります。開校に向けて校章デザインを募集します。 

募集内容 義務教育学校 ○○市立Ｃ小中学校の校章デザイン（案） 

応募期間 令和４年７月１９日（火）～令和４年９月１日（木）必着 

応募対象者 ・Ａ・Ｂ小中学校の児童生徒（任意での夏休みの課題） 

・◇◇地区にお住まいの卒業生・保護者・地域の皆様 

・◇◇地区以外にお住まいの方で武蔵台小中学校を卒業された方 

応募方法 

 

 

・応募用紙はＡ小学校、もしくはＢ中学校のホームページからダウンロードしてくださ 

い。また、公民館にも応募用紙を置いておきます。 

・応募は郵送又は Google Forms での送付とします。 

・応募は原則１人１作品とします。 

Google Forms URL → https://forms.gle/RXRzAQQSg9bnGhzK9 

 【郵送】 

・応募用紙に必要事項を記入のうえＡ小学校またはＢ中学校に郵送してください。 

FAX での応募はご遠慮ください。 

 【Google Forms】 

・校章デザインのファイルサイズは３MB 以下とし、JPEG,GIF,PNG 形式のものとしてくだ 

さい。右上の URL、QR コードから PDF で応募していただくことができます。 

・このフォームは、Google アカウントをお持ちでない方は回答できません。回答する場

合は、Google アカウントでログインしてください。ログインできない場合は、郵送で

応募してください。 

選考基準 

 

・新しい学校（義務教育学校）の校章としてふさわしく、明るいイメージのもの。 

・◇◇地区ならではの、オリジナリティを感じられるもの。 

作成上の注意 

 

・カラー単色は問いませんが、カラーの場合、単色で表現してもイメージが損なわれな 

 いものとしてください。 

・グラデーション、ぼかし、濃淡では表現しないでください。 

・直径５センチメートル以上で A4判の用紙に収まる大きさで描いてください。 

選定方法 

 

応募のあったデザイン案とその理由をもとに、校章選定委員会においてデザイン案を 

絞り児童生徒が投票を行います。投票結果を参考に、再度、校章選定委員会で検討し、 

校長がデザインを決定します。 

注意事項 ・応募作品は、応募者の了承を得ず、第三者が補正・修正をする場合があります。 

・応募作品は自作かつ未発表のものとし、他人の作品の模倣でなく、第三者の著作権等

知的財産権を侵害しないものに限ります。 

・応募作品について第三者から異議申し立て・苦情等（ただし、第三者の知的財産権を侵

害するなど合理的な理由のあるものに限ります。以下、同じ。）があった場合には、こ

れを選考の対象からは除外します（第三者から異議申し立て・苦情等のあった応募作

品が既に校章デザインとして決定されていた場合には、決定を取り消し、他の応募作

品の中から決定し直すこととします。）。また、第三者から異議申し立て・苦情等により

損害を被った者がいる場合には、当該損害の一切については応募者が賠償しなければ

ならないものとします。 

・応募作品に関する著作権等の一切の権利は、無償で○○市教育委員会に帰属します。 

・応募用紙に記載された住所、氏名等の個人情報は、校章を募集する目的のみに利用し、 

その他の目的には一切使用しません。ただし、採用作品の応募者については、氏名を公

表します。応募作品は返却いたしません。また、個別に結果を通知いたしません。 
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［資料１２－２］ 
令和４年１１月１日  

 保護者 様 

○○市立Ｃ中学校  

校 長 ○○○○  

 

校章デザインの決定について 

 

紅葉の候、保護者の皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
また、日頃より、本校の教育活動に御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。 

 武蔵台小中学校の校章デザインを募集し、校章・校旗選定委員会で検討したところ、６

つのデザイン案に絞られました。そして、小学校、中学校の児童生徒の投票を行い、選定
委員会で承認されました。その結果、下記のデザインに決定しましたので、お知らせいた
します。 

 

記 

 
 

 

 今後の活用等について 

 ・来年度開校の義務教育学校「○○立Ｃ小中学校」の校章として正式に決定する。 

 ・校旗等に使用される。制服や体育着に使用する予定はない。 

 ・今後実施予定の行事等で校旗を披露する。 

 

 

 

 

 

 

作成者 
Ｂ中学校３年２組 

 ◇◇ ◇◇ さん 

 

デザインについての説明 
（地区名）の「ｍ」のもと、小学校と中学
校が一つに結ばれる。それぞれが協力し、
すばらしい学校をつくっていくという意
味が込められている。緑は小学校、青は中
学校を表している。 
※下の部分にはあえて文字が入っていな
い。ここには、地域社会を表す Community

の「C」や保護者を表す Parent の「P」な
ど、いろいろな要素が含まれている。 
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［資料１３］      

引越し作業計画 

目的 

 義務教育学校開校に向け、中学校の物品を小学校に移動する。 

作業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業の手順 

【第１段階】 

最も数が多い生徒用机・いす、体育館パイプいすの運搬に集中的に取り組む。 

【第２段階】 

 作業分担に基づき、物品を移動する。所定の教室に物品を運び込む。 

【第３段階】 

 棚等に収納する。 

 

当日の引越し作業参加団体 

 小学校教職員 中学校教職員 中学生 Ａ小学校ＰＴＡ Ｂ中学校ＰＴＡ 

 Ｃ自治会 Ｄ自治会 青少年健全育成の会 市教育委員会 

Ａ 小 Ｂ 中 

・引越業者 

・小学校職員 

・Ｃ地区に住む中学生 

・Ｃ地区に住む 

保護者・地域の方 

・引越業者 

・中学校職員 

・Ｄ地区に住む中学生 

・Ｄ地区に住む 

保護者・地域の方 

 

運び込む物品には黄色い

ビニールテープが貼られ
ており、行き先が書かれて
いる。 
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作業日程 

 ３月２５日（土）から２７日（月）の３日間 

 【中学生用の机・いす】中学生が２４日（金）の下校時に体育館へ移動しておく。 

作業分担 

 ３月２５日（土） ３月２６日（日） ３月２７日（月） 

引越業者 

（XX 商会） 

9:00～18:00 

小学校１１人 

中学校１１人 

施工担当２人 

トラック３台 

小学校１１人 

中学校１１人 

 

トラック３台 

小学校７人 

中学校７人 

施工担当２人 

トラック２台 

小学校職員 

8:20～16:50 

  ①荷物の荷下ろし 

②収納先への運搬 

③棚等への収納 

中学校職員 

8:15～16:45 

  ①運び出す物品の準備・梱
包（24 日までに完了） 

②中学生への指示 

③運び出す物品の指示 

④荷物の積み込み 

⑤棚等への収納 

※必要に応じて小学校へ 

中学生 

9:00～12:00 

  ①荷物の積み込み 

②荷物の荷下ろし 

③収納先への運搬 

④棚等への収納 

保護者・ＰＴＡ 

9:00～12:00 

①体育館のパイプ
いすを運ぶ。 

②生徒用机・いすを
運ぶ。 

  

地域 

9:00～12:00 

  

中学生・保護者・地域の方の持ち物 

□上履き（安全のため、スリッパ・サンダルではないもの） 

□軍手 

作業上の注意 

・大きなものは業者に任せる。安全第一で作業をする。 

・高齢の方に無理をさせない。適宜休憩を入れる。 

・それぞれの給食用エレベーターを効率的に活用する。 

引越しのための小中職員打ち合わせ会  各団体リーダーによる中学校物品確認 

２月１３日（月）１５：３０～     ２月１５日（水）学校運営協議会終了後 

引越対応人数 
団体 ２５日（土） ２６日（日） ２７日（月） 
小学校教職員   １５ 
中学校教職員   １６ 
中学生   ６８ 
市教育委員会 ５ ５  
Ａ小学校ＰＴＡ １０   
Ｂ中学校ＰＴＡ １０   
Ｃ自治会 ３～５   
Ｄ自治会 ３～５   
青少年健全育成の会 ２～３   

週休日のため作業なし 

週休日のため作業なし 

週休日のため作業なし 

作業なし 
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指揮系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※万が一事故が起こった場合には、各団体の保険や市の「市民総合賠償補償保険」が適用さ
れる。 

 

積み込みの順序 

〇最優先すべきは、大きいもの、重いもの、数のあるもの、小学校で上の階（３・４階）に
運ぶもの 

１ 校長室の長机・ソファー 

２ 体育館のパイプいす 

３ 生徒用机・いす 

４ 大型扇風機・ジェットヒーター 

５ 体育館備品 

６ 本棚       → 以下適宜実施する 

 

※校長室のソファーや体育館のパイプいすなど、一部のものは小学校のものと中学校のもの
を入れ替える。中学校から小学校へ運ぶだけではなく、小学校から中学校へ運ぶこともあ
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 

教頭 

教職員 

 

W 学校運営 

協議会委員 

S 学校運営 

協議会委員 

 

K 学校運営 

協議会委員 

 

M 学校運営 

協議会委員 

 

 

中学生 

 

Ｃ自治会 

 

Ｄ自治会 

Ａ 小 学 校

PTA 

Ｂ 中 学 校

PTA 

++商会 市教育委員会 
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［資料１４］ 

日 教 学 発 第 ４ ６ ３ 号 

令 和 ５ 年 １ 月 ２ ０ 日 

 

埼玉県教育委員会 御中 

 

                               ○○市教育委員会 

 

学校廃止届出書 

 

 下記の学校について廃止したいので、学校教育法施行令第２５条第１項第１号及び学校教育法施

行規則第１５条の規定に基づき、別紙関係書類を添え提出します。 

 

記 

１ 廃止したい学校 

   ○○市立Ａ小学校（○○市Ａ五丁目１番１号） 

   ○○市立Ｂ中学校（○○市Ａ六丁目 150 番地１号） 

    

 

２ 廃止の事由等 

   小学校については、新たに義務教育学校としてのＣ小中学校を設置するに伴い、現Ａ小学 

  校を廃止するものである。 

   中学校については、義務教育学校としてのＣ小中学校の新設に伴い、現Ｂ中学校を廃止す 

るものである。 

なお、現Ａ小学校に、新たにＣ小中学校を設置することとする。 

 

３ 廃止時期 

  令和５年３月３１日 

 

４ 児童生徒の処置方法 

学校廃止届出書（別紙）のとおり 

 

５ 添付書類 

  （１）学校廃止届出書（別紙） 

  （２）市町村小中学校の廃止に関する法令 
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［資料１４－２］ 
 

学校廃止届出書（別紙） 

１ 廃止の事由及び時期 

＜小学校＞ 

児童数の減少により教育環境に課題が生じているＡ小学校について、現Ａ小学校に、新たに義務教育

学校としてのＣ小中学校を設置するため、令和５年３月３１日をもって廃止するものである。 

＜中学校＞ 

生徒数の減少により教育環境に課題が生じているＢ中学校について、現Ａ小学校に、新たに義務教育

学校としてのＣ小中学校を設置するため、令和５年３月３１日をもって廃止するものである。 

 

２ 児童、生徒の処置方法 

廃止となるＡ小学校に在籍する児童については、令和５年４月１日に新設されるＣ小中学校へ

通学することとする。 

また、同じく廃止となるＢ中学校に在籍する生徒については、令和５年４月１日に新設される

Ｃ小中学校へ通学することとする。 

＜参考＞ 

令和４年度各校の児童・生徒数（令和４年５月１日現在） 

＜Ａ小学校＞ 

 児童数合計 ２０４人（通常級＋特別支援学級） 

 ○普通学級 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

児童数 ２６ ２７ ３９ ３３ ３７ ３７ １９９ 

学級数 １ １ ２ １ １ １ ７ 

 ○特別支援学級 

区 分 学級数 備 考 

知的 １ ２人 

自閉・情緒 １ ３人 

＜Ｂ中学校＞ 

 生徒数合計 １１６人（通常級＋特別支援学級） 

 ○普通学級 

 １年 ２年 ３年 合計 

生徒数 ３２ ３６ ４４ １１２ 

学級数 １ １ ２ ４ 

○特別支援学級 

区 分 学級数 備 考 

知的 １ ２人 

自閉・情緒 １ ２人 
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［資料１４－３］ 
市町村小中学校の廃止に関する法令（抜粋） 

○学校教育法施行令第２５条(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出) 

市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の

理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第五号の場合

にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、そ

の旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 

一 設置し、又は廃止しようとするとき。 

二 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。 

三 名称又は位置を変更しようとするとき。 

四 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 

五 二部授業を行おうとするとき。 

 

○学校教育法施行規則第１５条（学校等の廃止についての認可の申請又は届出） 

学校若しくは分校の廃止、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制

の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、

高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院、大学

院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門学校の学科の廃止に

ついての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに幼

児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければな

らない。 
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［資料１４－４］ 
○○市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和〇年２月 日 

○○市教育委員会教育長             

○○市教育委員会規則第 号 

○○市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部を改正する規則 

○○市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則（昭和32年教育委員会規則第６号）の一部を

次のように改正する。 

（略） 

第９章 小中一貫教育 

（小中一貫教育校） 

第32条の５ 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第79条の９第２項に規定する中学

校併設型小学校及び小学校併設型中学校（以下これらを「併設校」という。）を次のとおり定める。 

中学校併設型小学校    小学校併設型中学校 

○○市立ＫＧ小学校    ○○市立ＫＧ中学校 

○○市立Ｔ小学校        ○○市立Ｔ中学校 

○○市立ＴＫ小学校      ○○市立ＴＫ北中学校 

 

２ 次に掲げる併設校は、それぞれ一の小中一貫教育校を構成するものとする。 

(1) ○○市立ＫＧ小学校、○○市立ＫＧ中学校 

(2) ○○市立Ｔ小学校、  ○○市立Ｔ中学校 

(3) ○○市立ＴＫ小学校、○○市立ＴＫ中学校 

３ 小中一貫教育校においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における

教育を一貫して施すものとする。 

（統括校長及び副統括校長） 

第32条の６ 教育委員会は、一の小中一貫教育校に属する併設校のいずれかの校長を統括校長に、

他の校長を副統括校長に選任する。 

２ 統括校長は、小中一貫教育校を代表し、当該小中一貫教育校において実施する小中一貫教育

に関する総合調整を行う。 

３ 副統括校長は、統括校長を補佐し、統括校長に事故あるとき、又は統括校長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（教育課程の編成） 

第32条の７ 小中一貫教育校においては、統括校長及び副統括校長の協議により、併設校に共通

する教育目標を設定するほか、当該小中一貫教育校において実施する小中一貫教育に

関する計画を策定するものとする。 

２ 併設校の校長は、あらかじめ一の小中一貫教育校に属する他の併設校の校長と協議を行った

上で、前項に規定する教育目標及び計画の内容に適合するよう第４条第１項に規定する教育課

程を編成するものとする。 
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［資料１５］ 

義務教育学校開校に伴う事務Ｑ＆Ａ（○○事務班） 

義務教育学校Ｑ＆Ａ（県費事務関係） 

※義務教育学校では、小学校部分を『前期課程』、中学校部分を『後期課程』と呼びます。職

員は全て義務教育学校という１つの学校に所属していますが、埼玉県の取扱い上、『前 

期課程』と『後期課程』に分かれて配置されています。 

No. 疑問点 回答・対応 

 1 学校コードについて教えてく

ださい。 

前期課程と後期課程とで異なる学校コードが与えられまし

た。（３月末頃） 

ID・パスワード・トークンも全て、２つずつになります。 

電算ゴム印は学校で発注し、購入しました。 

例：〇〇小中学校（前期）４２F○○  

  ○○小中学校（後期）５２F○○ 

2 県費事務システム（旧システ

ム）は、いつから接続開始で

きましたか。 

県費事務システム（旧システム）の接続用ユーザID・パス

ワードの発行が4月１日だったため、4月１日から接続でき

ました。 

市町村立学校給与等報告システム（新システム）について

は、事例がないためわかりません。 

3 市町村立学校給与等報告シス

テム(新システム)に使用する

ＰＣは何台ありますか。 

２台あります。前期課程用、後期課程用で1台ずつ分けて使

用しています。 

4 勤務状況報告書は、学校全体

で答えていますか、前期課程

後期課程で別に答えています

か。 

学校コードが異なるため、別々に回答しています。 

5 児童手当支給状況調査は、学

校全体で答えていますか、前

期課程、後期課程で別に答え

ていますか。 

前期課程と後期課程で予算費目が異なるため、別々に回答

しています。 

6 前期課程の教員にも部活動手

当を支給できますか。また、

前期課程の教員で部活動手当

を受給した教員はいますか。 

市内では部活動手当を受給している前期課程の教員がいま

す。 

7 開校初年度の児童手当支給状

況調査について、昨年度の受

給者は0で報告しましたか。 

前期課程は前年度の小学校の受給者数、後期課程は前年度

の中学校の受給者数で報告しました。 

8 事務長（管理職手当受給者）

はいますか。 

いません。 
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9 管理職手当等異動によって停

止となる手当等は引き継がれ

ますか。 

引き継がれません。通常の異動と同じで、通勤手当も含め

すべて支給停止になります。4月分の通勤手当は前期課程、

後期課程全員の報告をしました。 

10 教育業務連絡指導手当（主任

手当）の支給要件の1つである

学級数はどのように数えます

か。 

学校職員の特殊勤務手当の運用について第5条6項に「義務

教育学校の前期課程と後期課程をそれぞれ一の学校とみな

して取り扱うものとする。」となっているので、それぞれで

数えます。 

11 帳票印刷は過去5年分可能だ

と思いますが、統合後旧所属

所の分は印刷できなくなりま

すか。 

統合前の帳票も令和5年7月分からは印刷可能です。 

閲覧できるのは、前期課程では旧小学校分、後期課程は旧

中学校分です。 

12 全職員が新たに着任したとす

る事務処理を行ったと思いま

すが、事務処理は4月分入力期

間に間に合いましたか。 

令和5年度・6年度に開校した義務教育学校の事務職員は、

4月給与報告で間に合わせました。 

13 職員の通勤届は全て提出し直

しましたか。 

勤務校の所在地が変わる職員のみ提出します。（県費事務担

当へ確認済み） 

14 旅費予算は学校で一つですか

前期課程と後期課程で別です

か。 

旅費予算は小学校予算と中学校予算しかないため、前期課

程は小学校予算01、後期課程は中学校予算02がつきます。 

15 旅費システムの入力は、人や

出張ごとに01と02で分けて入

力ですか。それとも別のコー

ドがありますか。小中学校長

会、のように、01か02か判断

がつかないものはどちらにし

ていますか。 

出張ごとに01と02で分けることが旅費の科目の観点から望

ましいという教職員課県費担当からの回答です。判断がつ

かないものは配置されている方の旅費から支出します。 

16 前期課程の職員が後期課程の

行事等の引率に行く場合、旅

費の請求事務はどのように行

いますか。 

請求書の作成・システムの入力共に前期課程の学校コード

で行いますが、旅費コードは中学校コード02にして報告し

、旅費については後期課程の予算から支出することが旅費

科目の観点から望ましいという教職員課県費担当からの回

答です。また、後期課程の職員が前期課程の行事等の引率

に行く場合も同じです。 

17 旅費の相互確認を含む給与関

係の事後確認は校内の事務職

員で完結させていますか。他

校の事務職員に点検してもら

っていますか。 

市では旅費の相互確認・給与関係の事後確認共に市内全て

の事務職員が集う共同実施で行っているため、他校の事務

職員に点検してもらっています。 
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18 初年度の旅費所要額調査や旅

費執行状況調査はどのように

回答しましたか。 

旅費所要額調査は、前年度の小学校・中学校それぞれで回

答しました。 

旅費執行状況調査も、学校コードが異なるため、前期課程

・後期課程それぞれで回答しました。 

19 資金前渡担当者口座の通帳は

作り直しましたか。 

教職員課給与管理担当より、対応に関する通知が届きます

。令和5年度開校時は、校舎を使用する学校の通帳を名義変

更し、校舎を使用しない学校の通帳を解約しました。 

令和6年度開校時は、新規に通帳を作成しました。4/1～4/4

の間に通帳を作成する必要があったため、事前に銀行に確

認をし、予約をしてから行いました。利用している支店で

は予約が必須でした。 

20 資金前渡担当者口座の通帳は

いつ解約しましたか。 

開校前年度の 3月給与支給日以降の 3月中に解約しました。 

義務教育学校Ｑ＆Ａ（市費事務関係） 

No. 疑問点 回答・対応 

1 小学校・中学校から義務教育

学校への備品の移管はどのよ

うに行いましたか。 

必要な備品については、引越作業時に義務教育学校へ搬入

しました。備品台帳・理振台帳については小学校・中学校

のものをそのまま継続して使用し、開校後も台帳の統合は

していません。 

2 統合前の小学校・中学校間の

物品廃棄・移動はどのような

流れですか。 

開校の前々年度に小学校・中学校それぞれの教科等主任間

で廃棄・移動する物品の相談を行い、同年秋ごろに教育委

員会へ移動予定物品の一覧を送付、予算要望を上げました

。 

不要な物品は、開校前年度の3月末に種類ごとにまとめ、市

が売却・処分等を行いました。 

3 スペースの都合等で義務教育

学校へ移動できない備品につ

いてはどうしましたか。 

市内他校からの要望を募り、市教委の了承を得た上で、備

品の引き渡しを行い、双方の備品台帳に移管先（または移

管元）・移管年月日を記載しました。要望が無かったものは

市の管轄となり処理されました。 

4 職印・校印・校旗は新しく作

りますか。予算はどこから支

出しましたか。 

新規に作製しました。 

校旗は、教育委員会予算より支出しました。 

職印・校印は特別に組んでいただいた公費予算より支出し

ました。 

5 前年度中に行う、次年度（統

合後）の公費予算要求はどの

ように行いましたか。 

教育委員会の指示に基づいて、各費目ごとにどちらの学校

でどれだけの金額を計上するか小学校・中学校で連絡調整

を行って予算要求しました。 

6 学校に配当される公費予算は

前期課程と後期課程で分けて

配当されるのですか。 

市では義務教育学校費として、前期課程・後期課程分けず

に、一つの予算として配当されています。 
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7 義務教育学校や小中一貫校等

の表記は正式名称に入ります

か。 

正式名称は「○○市立○○小中学校」です。 

「義務教育学校」「小中一貫教育校」等は冠称として使用し

ます。 

8 着任届・宣誓書は全職員が提

出しましたか。 

着任届は全員、宣誓書は市外から来た職員と新規任用職員

及び臨時的任用職員が提出しました。 

9 休業中の職員も異動の扱いで

すか。 

異動の扱いになります。年度をまたぐ任期付職員は一度退

職になり、新しい発令がでます。 

10 統合時に育休等の休業を取得

中の職員は、復帰するまで出勤

簿に赴任中と記載しますか。 

市では赴任も赴任中も書かないことにしました。 

11 開校の前年度夏に行う教科書

の需要数報告はどのように行

いましたか。 

小学校・中学校でそれぞれ通常通り開校年度の前期課程・

後期課程の児童・生徒数を報告しました。 

義務教育学校Ｑ＆Ａ（学校事務関係） 

No. 疑問点 回答・対応 

1 給食費会計に使用する口座の

作成はいつ行いましたか。 

ゆうちょ銀行は特例で開校する前に開設できました。JAバ

ンクは開校後でないと開設できませんでした。 

2 ゆうちょ銀行で開校前に口座

開設したときには、どのよう

な手続きをしましたか。 

ゆうちょ銀行の場合は書類をそろえれば開校前でも作成す

ることができました。市の議会で新しい学校が開校するこ

とが議決された文書の提出をし、代表は教育長としました

。 

3 学年費会計に使用する口座は

どのように取り扱いましたか。 

全て解約し、新規に開設した学校と、校舎を使っている学

校で使用していた口座を名義変更して使用している学校が

あります。 

4 私費の口座振替は何月から開

始できましたか。 

4月から開始できました。 

5 PTAの集金等で利用する家庭

数はどのように数えますか。 

1～9年生を通して数えています。 

6 入学式や卒業式はどのように

行いますか。 

1年生入学式と7年生後期課程進級式は同日に行っています

。6年生前期課程修了式と9年生卒業式は別の日に行ってい

ます。運動会・校内音楽会は前期後期合同で行っています

。 

義務教育学校開校年度に限り、前年度に小学校6年生が卒業

しているため、義務教育学校7年生入学式を実施しました。 

7 事前に統合後に2名配置とな

る事務職員の仕事分担・進め

方等について、市内で協議し

て決めましたか。 

市では市内での協議はせず、学校ごとの実情に合わせて決

めています。 

５２ 



8 開校前にどのような物品を注

文しましたか。 

職印・校印・割印・ゴム印・収受印・学校名封筒の注文を

しました。 

9 統合に向けてどのような仕事

をしましたか。 

移動する物品と廃棄する物品の選別、学校徴収金関係の変

更手続き、認定経路のすり合わせ、通勤距離の測定、公印

やゴム印等消耗品の発注をしました。 

10 統合に向けて、新たに購入し

てもらった事務室用備品はあ

りますか。 

統合によって新規に購入したものはありません。改修に伴

い、事務机や文書棚等を更新しました。 

11 校舎等の改修に伴う物品の移

動や年度末の引っ越し作業は

職員が行うのですか。また、

公費による支援はありました

か。 

夏季休業中に行われた改修工事に伴う物品の移動や処分に

ついては、職員とPTA等で行いました。処分に伴う費用は教

育委員会予算で対応しました。 

年度末に行った引っ越し作業については、教育委員会が手

配した業者が荷物の運搬のみ2日間対応しました。その他は

梱包も含め職員と生徒、PTA等で行いました。 

梱包に時間がかかるので、余裕を持った事前準備が必要で

す。 

12 統合に向けて大変だったこと

・苦労したことを教えてくだ

さい。 

3月の片づけと引っ越しと並行して年度末・年度当初事務処

理を行わなければならい点です。 

13 プールやバスケットゴールは、

どのように共有していますか。 

バスケットゴールは高さが可動式のものを使用しています。 

プールは前期課程児童用に水位を低くして、後期課程も使

用しています。 

14 小学校と中学校が施設一体型

の義務教育学校となり、不都

合なことはありましたか。 

また、良いことはありました

か。 

小学校の校舎を使用した義務教育学校のケースでは、蛇口

の高さやトイレなど施設が基本的に小さいため後期課程の

生徒には使用しづらいです。 

プールの水深が浅いので後期課程生徒がルールに反して飛

び込んだ際の頸椎損傷事故等が心配です 

跳び箱などは前期課程用の大きさと後期課程用の大きさの

ものが必要なため、既存の体育用具庫では収納できず、体

育館の横に物置を設置しました。 

耐火書庫は重く新校舎に移動出来なかったため、耐火書庫

に入れる書類を厳選する必要がありました。 

体育館が小さく卓球部が使用できるスペースがないため、

卓球部は視聴覚室で活動することになりました。テニスコ

ートを新設しましたが、敷地の広さの関係で面数が半減し

てしまいました。また、令和６年度開校の学校では、テニ

ス部を廃部しました。運動部の活動についてはマイナス面

が大きいです。 

教室で児童対応が必要な時などに前期課程の教員が誰もい
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ない場合でも、後期課程の教員が手伝うことができます。

前期課程と後期課程とで連携して教育活動ができます。（授

業・運動会等学校行事・委員会活動・部活動・児童生徒会

活動・清掃活動等） 

15 統合に伴い改修した場所はど

こですか。 

職員室の拡張、事務室・理科室・木工室・金工室・家庭科

室・図書室の新設や増設をしました。高さ調整式のバスケ

ットゴール・テニスコート・防球ネット・下駄箱・物置の

新設をしました。 

16 合併前に仕事以外のレクリエ

ーション的な職員間の交流は

ありましたか。 

実施した学校では、卓球大会を行いました。 

17 職員親睦会は新たに作りまし

たか。 

新たに規約を定めて設置しました。 

18 他校にはない、義務教育学校

事務室だけにある校内ルール

のようなものはありますか。 

小学校の給食か中学校の給食を選べます。 

ひっそりと電話をどっちが先にとれるか大会を開催してい

ます。 
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令和６・７年度埼玉県地域学校協働活動に関する研究のまとめ 
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